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「Niterra（ニテラ）」に込めるサステナビリティへの思い

　当社グループは、サステナビリティに通じる考え方を根底に事業

をおこなってきました。企業理念には、自らの存在意義として、最

善の技術と蓄積した経験を活かした、世界の人々への新たな価値を

提案することを掲げており、常に社会的課題の解決に資する製品、

サービスを生み出すことを目指しています。

2023年4月、当社は英文商号を「Niterra Co., Ltd」としました。

ラテン語で「輝く」の意味を持つ「niteo」と、「地球」を表す「terra」

を合わせた「Niterra（ニテラ）」は、持続可能な社会への貢献はもち

ろんのこと、地球を輝かせる企業になる、という当社グループの想

いや姿勢を表すものであり、サステナビリティに直結するものです。

私たちはNiterraグループとして、これまで以上に技術と発想を磨

き、ものづくり企業としての競争力とするとともに、より豊かな社

会の実現に貢献していきます。

サステナビリティ経営の進化に向けて

サステナビリティ経営を推進するにあたって、「社会に提供する

価値」と「当社が得る経済的利益」の両立に難しさを感じています。

長期的には社会に貢献し、当社の経営にもポジティブな影響が見込

めるものの、大きな投資が必要な場合、踏み出すのを躊躇してしま

いがちです。そうしたジレンマを乗り越えその背中を押すために、

当社ではさまざまな施策がもたらす非財務インパクトの定量化メ

ソッドを活用したフレームワークの作成に取り組んでいます。同

メソッドを活用して、「社会に提供する価値」と「当社が得る経済的

利益」を両立させる「トレードオン」を実現していきます。まずは、

気候変動をテーマにいくつかの活用実施例を次期中期経営計画の

施策に反映させます。そして、活用の対象領域を地球環境以外にも

拡大して、「当社グループのすべての事業活動がサステナビリティ

に裏付けられたものになる」という姿を目指します。

気候変動対策への取り組みを加速する

　当社グループは、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し

て「エコビジョン2030」を掲げて「気候変動への対応」「環境配慮製

品の拡充」「水資源の保全」「廃棄物管理」を重要課題として定量目標

を設けています。このうち「気候変動への対応」については、主要な

社会価値と経済価値を両立させる「トレードオン」を事業活動に実装
代表取締役　取締役副社長　副社長執行役員　松井 徹

サステナビリティ担当役員メッセージ

私たちの成長戦略を支える価値共創の基盤となるサステナビリティ、
優先的に取り組む課題、環境、人的資本経営、コーポレートガバナンスについて説明します。
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事業カンパニーがそれぞれにロードマップを作成して推進しており、

CO2排出量を2030年には2018年度比で30%削減するとの目標に

向け、確かな道筋が見えています。ただし、従来の2℃目標から1.5℃

目標へと気候変動対策への世界的な要求はレベルアップしていま

すから、取り組みの一層の強化が必要だと認識しています。

　当社グループは、当社のコア技術を活用しつつオープンイノベー

ションをおこなっていくことで、さまざまな技術を組み合わせ新た

なビジネスを発展させていきたいと考えています。2023年度は、

蓄積してきた燃料電池の技術を応用して、電気から水素を生成する

ことと、水素と空気で電気を作ることが1台で可能な「リバーシブ

ル SOC※1システム」を開発しました。余剰電力を水素として貯蔵し、

必要なときに使えるようにすることで、再生可能エネルギーの有効

活用に貢献する技術です。そのほか、室内の換気と湿度をコントロー

ルし、省エネルギーと快適な室内環境の両立を実現する「デシカン

ト空調機」のビジネスもスーパーマーケットやドラッグストア向け

に展開しました。また、CO2回収技術を活かして地域社会の皆さま

とサーキュラーエコノミーを目指す「地域CCU®※2プロジェクト」

も展開しており、工場で排出された CO2を回収・運搬して、ハウス

みかん栽培の生育促進に再活用する実証を進めています。

　新規の技術、製品開発を推進する一方で、既存の生産活動におけ

る CO2排出量削減にも取り組んでいます。例えばセラミック焼成

炉については、水素燃焼の検討をおこなうなど、クリーンエネルギー

を利用した生産プロセスを追求していきます。

人的資本を軸にサステナビリティを高める

　当社グループは、従業員を最大の経営資源（人的資本）と捉えて、

その価値を最大化すべく育成に力を入れています。経営の重点課

題である事業ポートフォリオ転換を図るための人財ポートフォリ

オ転換に向けた投資をしっかりとおこなっています。

　またグローバル企業としての競争力に繋げていくため、人財の多

様性向上に取り組んでいます。例えば新規事業創出部門である

Niterra Venturesカンパニーでは、外国籍人財を積極的に幹部に

登用しています。さまざまな発想が交わることにより、ダイバーシ

ティは間違いなくイノベーションを起こす原動力になる。そうし

た姿を実現するために、まずは文化や言語の違いからの壁を打ち破っ

ていくことが必要と考えます。

　従業員エンゲージメントについては、総合満足度が前年度より向

上しました。会社が変化していることを、従業員が実感できるよう

になってきた結果ではないかと考えています。一方、経営からのさ

らなる情報発信への要望を認識しましたので、今後対応を進めてい

くつもりです。

　さらに、当社グループは、人財を軸とする経営で、あらゆる面か

らサステナビリティの向上に取り組んでいます。グローバルに事

業展開する私たちにとって課題の一つが、人権です。

　サプライチェーンにおける対応については、対象とするお取引先

さまを拡大しながら、継続的に強化しています。定期的に調査を実

施するとともに、当社の求める考え方や行動の理解浸透などのコミュ

ニケーション活動に取り組んでいます。引き続き社会情勢を見な

がら、人権デュー・ディリジェンスを推進していきます。

地球を輝かせる企業として持続的に成長していくために

　当社グループが外部環境に与える影響をしっかり把握していく

必要があります。2023年9月には、世界的に必要性が高まる「生物

多様性の保全」に関する活動を前進させるために、TNFD（自然関連

財務情報開示 タ ス ク フ ォ ー ス（Taskforce on Nature-related 

Financial Disclosures））にアーリーアダプターとして登録しまし

た。事業活動が自然に与える負荷や自然の損失によるリスクの検

討をおこない、適切な情報開示に努めていきます。

　私は、サステナビリティ経営とは、経営陣はもちろん従業員一人

ひとりが、いかなるときも持続可能性や社会的課題の解決を意識し

て業務に取り組む企業文化をつくることだと考えています。日々、

いろいろな判断の場面がありますが、経済合理性に加えて、「今私

たちがおこなおうとしている事業は、Niterraの社名にふさわしい、

未来の地球を輝かせるものなのか？」という議論が当たり前のよう

に交わされる企業になることが理想です。そのためにはまずは執

行リーダーの幹部クラスがその先頭に立っていく必要があります

ので、例えば次期中期経営計画に向けては、社会的なインパクトと

財務的なインパクトのシミュレーションに関し、若手をはじめとす

る複数の執行役員クラスと議論し、あらためて意識共有をおこなっ

ています。

　当社グループのサステナビリティの考えや取り組みをステーク

ホルダーの皆さまに明確に示しながら、社会価値と経済価値を両

立した成長に挑戦していきます。これからの当社グループが生み

出すポジティブなインパクトにご期待いただきたく、お願い申し

上げます。

※1 SOC：Solid Oxide Cell（固体酸化物形セル）
※2 CCU：Carbon dioxide Capture Utilization（二酸化炭素回収・有効利用）
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「自分事化」の
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長期経営計画・ビジョンの
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役員への研修

表彰制度の昇華

次期中期経営計画への
サステナビリティ
要素の取り入れ検討

次期中期経営計画へのサステナビリティ
要素の取り入れ提案

長期経営計画・ビジョンの事業への
落とし込み推進

リスクマネジメント委員会 コンプライアンス委員会

人権分科会

全社品質委員会

ITセキュリティ委員会 環境委員会 安全衛生委員会

CSR・サステナビリティ委員会

CSR・サステナビリティ推進体制

CSR・サステナビリティ委員会の中期計画
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サステナビリティ憲章
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企業理念

企業行動
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コンプライアンス方針
人権方針
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情報セキュリティ方針
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労働安全衛生方針
社会貢献方針
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リスクマネジメント方針
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CSR・サステナビリティ委員会
委員長メッセージ

当社グループは、理念体系である日特ウェイに謳われている CSR 基本方

針に基づき、各方針主管部門が方針の実現に向けてESGの各分野で活動を

実践、推進しており、必要に応じて専門委員会を設置して推進強化を図っ

ています。そして、これらの活動を監視、監督するためにCSR・サステナビ

リティ委員会を設置しています。

CSR・サステナビリティ委員会（年4回の定例会および必要に応じて臨時会

を開催）は社外取締役を委員長に据えて外部視点を重視しつつ、取締役会

からのサステナビリティに関する諮問に対して答申・提言する機能と、各

専門委員会を監督する機能の2つを担います。取締役会からの諮問に対し

ては、ゲスト委員として外部有識者を招いて知見・視座を高め、長期を見据

えたサステナビリティ経営の推進を図るべく多角的に議論をおこない、答

申・提言しています。また、各専門委員会がそれぞれ専門の業務執行が有

効に機能していることをモニタリングし、CSR・サステナビリティ委員会

はそれを監督しています。CO2排出量削減の進捗やリスク評価などの各専

門委員会の重要な情報は、CSR・サステナビリティ委員会にも共有されて

います。なお、人権テーマについては、分科会を設置して推進しています。

2023年度は CSR・サステナビリティ委員会を10回開催し、中期計画に基

づいて、サステナビリティ経営の在り方として、次期中期経営計画へのサ

ステナビリティ要素の取り入れ、人権尊重の推進体制、CSR基本方針の改

訂などについて議論しました。

私たちの企業理念には、世界の人々に「新たな価値を提案」「貢献」といっ

た言葉があり、社会の役に立ちたいという想いが含まれています。これは、

事業を通して社会的課題の解決に貢献するという、サステナビリティに繋

がる考えです。

この考えをより分かりやすく示し、広く社内外に伝えるため、「CSR・サス

テナビリティ憲章」および CSR に関する当社グループの行動指針を示す

「CSR基本方針」（全12方針）を制定し、CSR・サステナビリティを推進して

います。

社外取締役　CSR・サステナビリティ委員会 委員長　髙倉 千春

日特ウェイ

推進体制

CSR・サステナビリティ憲章、CSR 基本方針

▶ P.2

▶ P.62

外部環境の認識
　気候変動、生物多様性、人権など、地球や社会が抱えるさまざまな課
題について、企業としてどう捉え、どう取り組んでいくかが重要となっ
ています。また、不確実性の高い現代において、財務だけでなく非財務
情報が重要性を増してきており、サステナビリティの視点を取り入れ
た事業展開の必要性を認識しています。このため、当社グループの事
業を通じて社会の課題解決に取り組むことで、社会と当社グループの
持続可能性を高めていきたいと考えています。

委員会のミッション・ビジョン
　本委員会ではサステナビリティ経営のあるべき姿を見据えて、当社
のコア・コンピタンスや経営理念を中核とし、社会的課題の解決に向け
て私たちに何ができるのかを議論しております。本委員会は、取締役
会への答申・提言を通じて、ミッション・ビジョンの実現を目指します。

CSR・サステナビリティ委員会の活動について
　23年度の目標である「自分事化の促進」、サステナビリティ視点で
事業を行っていくための方策についてさまざまな議論を深めました。
その結果として、非財務情報の見える化の検討、若手役員による当社
の優先的に取り組む課題（マテリアリティ）についての多角的議論、社
内表彰制度のブラッシュアップなどに活動範囲が広がりました。その
他、ゲスト有識者による役員向け勉強会を主催し、Well-beingについ
て役員・管理職層へ啓発活動を展開するとともに、各専門委員会の有
効性の確認も実施しました。24年度は次期中期経営計画を見据えた
優先的に取り組む課題（マテリアリティ）の見直しについてさらに議論
を進め、適切な項目を特定したいと考えます。また、中長期的視点でサ
ステナビリティ経営を実現するために、人的資本経営に加えて生物多
様性などのグローバル潮流での新たなテーマも対象にしていく予定で
す。さらに、社内表彰制度のリニューアルを支援し、サステナビリティ
関係活動の推進を通じた継続的な役員・従業員のエンゲージメント向
上を図っていきたいと考えます。

ミッション
持続可能な社会に向け、今までの枠組みを超えて社会と当社グループが共存
し、企業価値を向上させることで「Niterraグループのサステナビリティ経営」
を「未来志向」へシフトする
ビジョン
人々の幸せと地球・宇宙の持続可能な共存に向けて、蓄積した経験と技術を
活かして行動し、社会からの「理解と共感」を得ている

CSR・サステナビリティガバナンス
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当社は持続可能な社会の実現に向けて、8つの優先的に取り組む課題（マテリアリティ）を特定しています。

この優先的に取り組む課題に対し、主な取り組み内容と目標・アウトプットを定め、中長期的な視点で活動をおこなっています。2023年度に関しては以下のような進捗状況となりました。

今後も継続的に課題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

 環境 気候変動への対応 ▶ P.47

主な取り組み内容 CO2排出量の削減 目標・アウトプット CO2排出量：30％削減［2018年度比］
（2030年度）

2023年度進捗 31.7%削減（19.1万トン）

2023年度の取り組み

● 2030年に向けたロードマップを策定
●  小牧工場、日特スパークテックWKS二野工場、およびNTKセラテック本社工場に設置し

た太陽光発電設備が稼働を開始
● 空調、生産設備、エア、照明についての省エネ基準（全15項目）を設定し、運用を開始
● イントラネットに気候変動対応の専用サイトを開設し、従業員への情報提供を開始

2024年度以降の課題認識
● 1.5℃目標に適する目標値への見直し
● 海外グループ会社におけるCO2削減活動の推進

 環境 環境に配慮して設計した製品の提供 

主な取り組み内容 環境配慮製品の普及・拡大 目標・アウトプット ①貴金属プラグの販売比率：50％以上
② 全領域空燃比センサの販売比率：50％以上

2023年度進捗 ①47％　②40％

2023年度の取り組み

●  自動車向けの半導体不足が解消され、貴金属プラグの搭載が多い四輪車の販売が回復し
たことにより、貴金属プラグの販売比率も上昇

●  全領域空燃比センサの比率が高い中国向けの市場において、EV化の加速により、販売比
率の伸びは想定を下回った

●  環境配慮製品認定制度に LCA 算定を盛り込むため2023年度は認定を休止していたが、
2024年度から再開予定

2024年度以降の課題認識 EV化や競合製品の動向など、市場環境の見極め

 社会 社会的課題の解決に寄与する技術・製品・事業の開発① 

主な取り組み内容 燃料電池の開発 目標・アウトプット CO2フリー水素利用を視野に入れた
高効率分散型電源の普及

2023年度進捗 SOFCセルスタックの量産立上げ完了と追加増産に遅れ

2023年度の取り組み 既存システムメーカーの拡販が鈍化したものの、他システムメーカーの上市実現や、新規
用途（燃料多様性等）での提案に注力

2024年度以降の課題認識
● 業務・産業用の市場拡大の鈍化
● 新規システムメーカー候補ならびに新規用途（燃料多様性等）への積極的な提案

※カーボンニュートラル・アズ・ア・サービスとは、当社が考える脱炭素循環型社会とソリューションサービスの構想案です。
　詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
　https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/174/
　https://www.ngkntk.co.jp/business/innovation/new_business/ccu/

※目標・アウトプットの時期は、長期経営計画の最終年度としています。ただし、表中に記載があるものは、その年度としています。

 社会 社会的課題の解決に寄与する技術・製品・事業の開発②

主な取り組み内容 無鉛圧電材料の用途開発 目標・アウトプット 有鉛圧電材料からの代替促進

2023年度進捗 無鉛圧電材の適用に向けて、一部の製品において量産仕様を確定

2023年度の取り組み 将来の規制を見据え、有鉛圧電材から無鉛圧電材への代替をお客さまに継続して提案

2024年度以降の課題認識 有鉛材の規制動向の見極め

 社会 社会的課題の解決に寄与する技術・製品・事業の開発③

主な取り組み内容 センシングIoT事業の開発 目標・アウトプット 自動化・最適化・汎用化などによる
 事業の効率向上

2023年度進捗 エビ陸上養殖用の養殖システム（水質管理システム、水槽、濾過槽等）の開発を進行中

2023年度の取り組み
● エビ陸上養殖において、2023年度に目標としていた飼育密度と歩留まりを達成
● Niterra養殖システムの開発を継続して実施中

2024年度以降の課題認識 Niterra養殖システム全体のコスト低減

 社会 社会的課題の解決に寄与する技術・製品・事業の開発④ ▶ P.44

主な取り組み内容 カーボンニュートラル・
アズ・ア・サービス※ 目標・アウトプット 合成燃料（メタン）製造システムの

構築と導入

2023年度進捗 地域実証において、CO2の回収・運搬・利用の体制を構築し、CO2の回収・リサイクルを実証

2023年度の取り組み 地域実証において、ガスボイラーから排出されたCO2をみかんの成長促進にリサイクル

2024年度以降の課題認識
● 地域実証においてCO2を回収するための電力量の低減とCO2利活用先の拡大
● メタネーション実証機の立上げ

優先的に取り組む課題（マテリアリティ）の活動レビュー
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 社会 グローバル人財マネジメント　　　　　　　　　　　　  ▶ P.52   

主な取り組み内容
①女性・外国籍・
　キャリア採用の促進
②新たな人事制度の検討

目標・アウトプット
①管理職の女性・外国籍・
　キャリア採用比率：25％
②従業員満足度調査の結果向上

2023年度進捗 ①24.9％（前年度より5.0ポイント上昇）
②3.46（前年度より0.13ポイント上昇）

2023年度の取り組み

①●  Raise UP プログラム（選抜型女性管理職登用研修）を継続して実施した。女性従業員
のマインドセット、女性管理職比率向上に効果あり

　● 多様性を受容する風土醸成のため、DE&I講演会を開催
　● 即戦力となるキャリア採用を実施
②● 2023年度より、従業員満足度に加えてエンゲージメントの測定も実施
　●  部長向けに取り組み共有会を開催し、各部門の具体的なアクションを共有し、他部門

との繋がり＝『共生』のマインドを培う機会とした

2024年度以降の課題認識 ①管理職に向けての教育プログラムの提供
②「期待度」と「満足度」のギャップから把握した各部門の課題の解決

 ガバナンス コーポレート・ガバナンス                                                    ▶ P.61

主な取り組み内容
①取締役の女性・外国籍
　比率の向上
②取締役の社外比率の向上

目標・アウトプット ①女性・外国籍取締役比率：30％以上
②社外比率：3分の1以上

2023年度進捗 ①45％（11名中5名）（2023年度末時点）
②64％（11名中7名）（2023年度末時点）

2023年度の取り組み すでに達成

2024年度以降の課題認識 ー

 ガバナンス リスクマネジメント                                                             ▶ P.74

主な取り組み内容 重大インシデントの顕在化
予兆の管理および未然防止 目標・アウトプット 経営の意思決定に資する

リスクマネジメントシステムの構築

2023年度進捗
● 優先リスクへの対策の推進
● リスクマップの更新と優先リスクの定期見直し
● グローバル優先リスクの選定と対応方針の立案

2023年度の取り組み

● リスク主管部門による優先リスクへの対策状況をモニタリングし、リスク低減活動を推進
●  海外グループ各社でリスクアセスメントを実施し、リスクの分析・評価を行った上でグロー

バルリスクマップを作成した。グローバル優先リスクを選定し、本社リスク主管部門と
協議の上、各優先リスクへの対応方針を決定

2024年度以降の課題認識
● グローバル優先リスクへの対応支援とモニタリング
● リスクアセスメントの精度および対応の実効性向上

 ガバナンス コンプライアンス                                                                 ▶ P.75  

主な取り組み内容 役員・従業員の意識調査と
継続的な教育・啓発 目標・アウトプット コンプライアンス意識調査実施と

結果の開示

2023年度進捗
● コンプライアンス意識調査結果に基づく改善策を実施
● コンプライアンス教育の拡充

2023年度の取り組み
●  コンプライアンス意識調査の評価結果に基づき、評価の低かった部門・グループ会社が

改善策と実施スケジュールを策定し、対策を実施
● 国内グループ会社において、全階層でコンプライアンス教育を実施

2024年度以降の課題認識
● 改善策の有効性確認
● コンプライアンス階層別教育の実施時期の見直し

 ガバナンス 情報セキュリティ                                                                 ▶ P.77

主な取り組み内容 インシデント対応組織の維持・
強化および予防体制の構築 目標・アウトプット 情報セキュリティマネジメント

システムの構築

2023年度進捗

①セキュリティ監視強化
　（ログ相関分析基盤構築、グローバルでの24時間365日監視体制構築）
②グローバルISMS推進（ISMSスタンダード作成および展開実施）
③ITセキュリティ監査実施（国内外全拠点実施）

2023年度の取り組み
①セキュリティ監視強化のために監視サービスを変更し、監視ログ分析基盤を構築
②グローバルでのセキュリティを統制するために各RHQとの連携を強化
③ITセキュリティ監査を全拠点で実施

2024年度以降の課題認識
①データ保護に関する各国の法規制対応
②グローバルでの全体統制を実現する新組織の発足
③ITセキュリティ監査の効率化、高度化

※目標・アウトプットの時期は、長期経営計画の最終年度としています。ただし、表中に記載があるものは、その年度としています。

優先的に取り組む課題（マテリアリティ）の活動レビュー
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当社は、蒲郡市と竹本油脂（株）、（株）新東通信とともに、蒲郡市内の工場で製品製造過程において排出されたCO2を回収・運搬して、

ハウスみかん栽培に再活用する、サーキュラーエコノミーの実現を目指した、「地域CCU®プロジェクト」を開始しました。

プロジェクト概要と効果 

本プロジェクトでは、竹本油脂亀岩工場から排出さ

れるCO2を回収し、当社の持つ回収技術で、流通用

ドラム缶に回収し、中部共栄運輸（株）が愛知県農業

総合試験場園芸研究部常緑果樹研究室に輸送をお

こないます。輸送された CO2はハウスみかんの成

長促進用のガスとして実証実験に再活用されます。

なお、出来上がったハウスみかんを通じて、CO2を

再活用した商品の社会的価値検証を、市民の皆さ

まにもご協力いただきながら実施していきます。

愛知県農業総合試験場園芸研究部常緑果樹研究室

では、ハウスみかんの栽培において高収量な生産物を得るため、豊橋技術科学大学の技術協力のもと、ハウス内の温度や CO2

濃度の制御に関する試験を行っています。閉め切った冬季のハウスでは、作物の光合成に必要なCO2が不足しがちであるため、

現状では、灯油を燃焼させて発生するCO2を利用しています。この方法に替わり、蒲郡市内の工場で発生するCO2を回収し、農

場に提供するサプライチェーンを構築することで、地域のカーボンニュートラルに貢献する持続可能な施設農業の確立を目指し

ます。 

また、履歴管理システムを導入することで、CO2回収と供給の履歴を残し、最適な提供頻度を見出していき、ゆくゆくは地域の

CO2の需要と供給を可視化するデータベースを作り、地域の中でCO2が取り扱いやすくなることを目指します。

今後の展開 

2025年からはハウスみかんの育成のほか、地域の中で多用途

にCO2を再活用することを予定しており、2026年にはCO2の小

規模販売トライアルを実施する予定です。2030年にはメタネーショ

ンなどe-fuelへのCO2活用も見据え、サーキュラーエコノミーの

実現に向けて、年間10万トンのCO2削減を目指していきます。

サーキュラーエコノミーの実現を目指した官民合同の「地域CCU®プロジェクト」
～収集したCO2でハウスみかん作りをする実証実験を開始～

カーボンニュートラル社会の実現に貢献するため、メタネーション関連技術（セ

ラミックスの固体電解質を応用した水素製造技術や酸素濃縮装置の技術を応用

したCO2回収技術）の開発を進めています。

そして、その技術を利用して工場や商業施設などから排出されるCO2を回収し、

資源として活用することで地球温暖化防止に貢献できる技術の開発に取り組ん

でいます。

地域CCU®

地域CCU® は、二酸化炭素の回収・利活用を軸に今の産業を活かしながら、サス

テナブルな街を実現していく構想です。

二酸化炭素の排出量・需要量や再生可能エネルギー由来の電気製造量を最適に

マネジメントすることで二酸化炭素、水素、メタン、電気を地域で融通、循環。

二酸化炭素排出量実質ゼロを目指した豊かな社会を次世代に繋ぎ、地域の特色

を活かしたカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。

カーボンニュートラル・アズ・ア・サービス

ゴミとして排出されるCO2を資源として、再び活用していく、
我々の地域CCU® の構想に、蒲郡市様はじめ、各パートナー様
に共感いただき、実証実験を開始することができました。

効率的に、かつ経済的にCO2の再活用の量を増やすべく、さ
らなる技術革新とパートナー連携を進めてまいります。

エネルギー事業本部　T.T

全体支援
蒲郡市、（株）新東通信

竹本油脂（株）
日本特殊陶業（株）

中部共栄運輸（株）

CO2回収

流通・貯蔵

ボイラーからCO2を回収

ドラム缶2缶（10kg）/週輸送

愛知県農業総合試験場
日本特殊陶業（株）

豊橋技術科学大学

CO2供給

社会的価値

みかんの育成、評価

市民への価値検証

CO2吸収量の分析、
生産性向上

※CCUとは、Carbon dioxide Capture Utilizationの略語で、二酸化炭素を回収し、利活用することをいいます。

担当者の声

優先的に取り組む課題に関する特集：

社会的課題の解決に寄与する技術・製品・事業の開発



事務局（環境安全部）

環境委員会（各地区）

各カンパニー・グループ会社

中央環境委員会

各地区における環境法令遵守、
環境意識向上、地域とのコミュ
ニケーションなどのテーマにつ
いて、活動計画を立てて取り組
んでいます。

各種部会
カーボンニュートラル、省エネ
ルギー、化学物質など、環境に
関する専門的事項の調査、対策
などを検討、実施しています。

※地区：環境マネジメントシステムの活動単位
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私たちは、グローバルに展開するものづくり企業として、持続可能な社会の構築に寄与するため、総員参加のもと経営と一体化した環境保全活動を推進し、企業成長との両立を目指します。

環境推進体制

※社会・環境情報検証報告書の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
　https://ngkntk.disclosure.site/resource/pdf/csr_employees_activities_j_01.pdf

当社グループは、環境関連法令を遵守し、環境保全を推進していくため、環境統括責任者（社長）が任命する役員を委員長とす

る中央環境委員会（年2回の定例会および必要に応じて臨時会を開催）を設置しています。中央環境委員会は、取締役会の諮

問機関であるCSR・サステナビリティ委員会（委員長は社外取締役）の監督のもと、エコビジョン2030の進捗状況やグループ

の環境関連課題の確認をおこない、継続的改善を図っています。2023年度は中央環境委員会を2回開催し、エコビジョン

2030の進捗、内部監査での不適合事項、土壌・地下水汚染リスクへの対応、気候変動対応のロードマップの進捗と今後の計

画などについて報告、議論しました。

エコビジョン2030の達成に向けて、事業活動に関する項目は各カンパニーで目標を管理し、事業と一体となった活動をおこ

なっています。一方で、法令遵守、環境意識向上や地域とのコミュニケーションといった活動は、地区全体で活動計画を立て

て取り組んでいます。また、カンパニーを横断する組織として各種部会を設置し、カーボンニュートラル、省エネルギー、化

学物質などの専門的事項について取り組んでいます。

推進体制

環境方針

当社グループは、当社および国内グループ会社10社でISO14001のマルチサイト認証を取得しています。また、その他の国

内グループ会社および海外グループ会社においても環境マネジメントシステムを構築しており、国内1社、海外16社が個別

にISO14001の認証を取得しています。

当社グループにおけるISO14001の認証取得割合は、従業員比率で95%です。

環境マネジメントシステム

•  すべての事業活動を通じ、脱炭素化社会に向けたCO2の削減とエネルギーの効率的な利用、
水資源の保全、廃棄物管理および環境配慮製品の開発と提供・拡充に重点を置いて取り組み
ます。

•  環境に負荷を与える化学物質の管理を通して、環境汚染を防止します。

•  資源の持続可能な利用、製品の使用時および使用後の環境負荷削減に取り組むことで、資源
循環を推進します。

•  生態系サービスから得られる恩恵を認識し、生物多様性の保全に努めます。

•  全従業員が積極的に活動に取り組むよう、環境意識の向上を図ります。

•  環境保全に関する法律、条例および協定を遵守します。

•  ステークホルダーへの情報開示とコミュニケーション活動の充実を図り、地域との共生を目
指した活動をおこないます。

•  これらを達成するため、環境マネジメントシステムを継続的に改善し、環境負荷の低減に取
り組みます。

•  お取引先さまを含むすべてのビジネスパートナーにおいても、本方針とそれに基づく取り組
みをご理解・ご支持いただくとともに本方針が尊重されるよう、継続して働きかけます。

行動指針

環境



エコビジョン2030  課題 2030  ありたい姿（目標） 2040  目指す姿

経営との一体化
地球環境課題を事業戦略へ組み込む

地球環境課題の事業戦略への取り組みを
継続できている環境関連KPI（エコビジョン2030）の取り組みと

その達成に向けた経営者のコミットメント

EMSのグローバル化 海外グループとの環境情報共有および
監視・監督機能の充実を図る

海外グループとの環境情報共有および
監視・監督機能が継続できている

気候関連リスク・機会の分析 気候変動のリスクと機会を分析して、
その対応を事業戦略に組み込む

気候変動のリスクと機会を分析して、その対応を
事業戦略に組み込み、事業が持続的にできている

環境コンプライアンスの徹底
（環境法令遵守と環境事故の撲滅）

環境法令違反・環境事故ゼロを目指す 環境法令違反・環境事故ゼロを継続できており、
社会から信頼される企業となっている

環境意識の向上
全従業員が環境教育プログラムを受講し、
積極的に環境保全活動に取り組む

全従業員が高い環境意識を持ち、
企業として持続可能な社会の実現に貢献できている

化学物質管理
適正な化学物質管理を実施し、
環境負荷の低減を図る

適正な化学物質管理を継続的に実施し、
生物多様性保全に貢献している

グリーン調達 グリーン調達制度導入100％を達成している
持続可能な社会実現に向け、
環境負荷が少ない調達を実施している

グリーン物流
グリーン物流を推進し、
物流効率の最適化によりCO2排出量を削減している

グローバルでグリーン物流が実現できている

環境情報開示の充実 ステークホルダーの要請に応え、
対話に繋がるコミュニケーションを実践している

ステークホルダーの要請に応え、
対話に繋がるコミュニケーションを実践している

その他課題

エコビジョン2030  課題 2030  ありたい姿（目標） 2040  目指す姿

気候変動への対応 CO2排出量 2018年度比 30%削減 脱炭素化社会実現に向けて活動を実践している
※2050年にカーボンニュートラルを目指す。

環境配慮製品の拡充 日特グリーンプロダクツの拡充
すべての製品が地球環境の改善に寄与し、
持続可能な社会の実現に貢献できている

水資源の保全 水使用量原単位 2018年度水準以下を維持
世界の水関連リスクに対応して
持続可能な事業運営を実践している

廃棄物管理

有効利用率 95%以上
ゼロエミッションを推進し、
世界の循環型社会の形成に貢献している2018年度比 原単位年1%以上削減 

3R活動の推進

重要4課題
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地球環境を守ることは、持続可能な社会を維持するためのベースであり、す

べてのステークホルダーのために真正面から取り組んでいく必要がある重

要な経営課題です。

当社グループは、2050年カーボンニュートラルを目指すことを前提として、

2030年までのありたい姿（目標）と2040年までの目指す姿を示す「エコビ

ジョン2030」を策定しました。

エコビジョン2030では、事業および製品が社会に及ぼす影響と自社に及ぼ

す影響を分析の上、影響が大きい13課題を抽出し、その中で特に影響が大き

いと判断した「気候変動への対応」「環境配慮製品の拡充」「水資源の保全」「廃

棄物管理」については、重要4課題と位置づけて、定量目標を設定しています。

気候変動への対応、つまり CO2排出量の削減により気候変動の緩和に努め

ることは地球規模での重要な課題であるとともに、ものづくり企業である

当社グループにとっても重要な課題であり、事業活動によって排出する

CO2を削減することは、当社グループの果たすべき責任です。

そのため、製品製造に必要な原材料の製造段階から、製品が使命を終えて廃

棄される段階までの製品ライフサイクル全体の環境負荷の大きさを意識す

ることは非常に重要です。その観点から、当社グループは2021年度に自社

生産プロセスを含むサプライチェーンでの環境負荷の大きさに着目した環

境配慮製品認定制度を設立し、認定基準を満たした製品を「日特グリーンプ

ロダクツ」として公表しています。この取り組みにより、環境配慮製品を拡

充し、社会の環境課題の解決に貢献するものづくりを加速させていきます。

そして、事業活動に必要な水資源の保全のために節水することや、資源投入

量や廃棄物排出量を削減することは、CO2排出量の削減に繋がります。その

ため、重要4課題を個別の課題として取り組むのではなく、相互に関係する

課題として取り組んでいくことで、よりシナジーのある対応を目指してい

ます。

重要4課題の進捗は順調に推移しており、特に「気候変動への対応」の CO2

排出量は、計画値よりも前倒しで推移しています。「エコビジョン2030」の

実践を通じて、地球規模のカーボンニュートラルやゼロエミッションの実

現に貢献できるよう、グループ一丸となって取り組んでいきます。

エコビジョン2030

環境



CO²排出予測 プラン 施策例

①生産設備、付帯設備の待機エネ削減（休日、平日）
②生産設備のエネルギートップランナー化、条件の最適化
③空調の吸排気連動稼働・条件の最適化
④各種付帯設備、 生産設備機器の更新
⑤放熱削減とエネルギーロス（エア漏れ等）の定期検査
⑥熱の有効利用
⑦各種事例の水平展開
⑧照明のLED化、照度の見直し、 調光の採用
⑨エネルギー転換によるガスの再エネ化（水素、アンモニア等）

生産性向上、歩留向上／稼働率向上、LT短縮／
生産エリアの統廃合・縮小／運用ルールの見直し／
ものづくり条件（プロファイルなど）の見直し

太陽光&蓄電池導入／SOFCやコジェネ導入

電力調査（排出係数の小さい電力の活用）の推進／
再エネ電力、 環境証書購入
⑩エネルギープラットフォーム構築とEMS導入
※生産計画との連携　※エネルギー管理・継続的な改善と最適制御の推進
※予防・予兆診断の推進によるムダの削減、予備機の削減

省エネ

2018 2024 2030（年）
20

25

30

35

40（万トン）
プランA

創エネプランC

調達・証書プランD

基盤構築と
最適運用

システム

ものづくり・ 
働き方改善

プランB

基盤構築と最適運用

調達・証書

創エネ

ものづくり・ 
働き方改善

省エネ

成行き
目標
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当社グループは、2030年までにスコープ1・2のCO2排出量30％削

減を目標としており、その達成に向けたロードマップを作成してい

ます。

今後の CO2排出量は、対策をしない場合（成行き）では事業成長に

伴って増加していく見込みですが、主に「プランA　省エネ」「プラ

ンB　ものづくり・働き方改善」「プランC　創エネ」「プランD　調達・

証書」の4つのプランでさまざまな施策を行うことで、計画的な

CO2排出量削減と経済的な成長を両立していきます。

ガバナンス

気候変動に関する経営の方針・方向性については、CSR・サステナビリティ委員会において、気候関連のリ

スクおよび機会などを踏まえて提言を取りまとめ、取締役会に答申して、取締役会で最終的な意思決定を

おこなっています。

また、「気候変動への対応」を含む優先的に取り組む課題の進捗については、サステナビリティ部門より

CSR・サステナビリティ委員会に報告し、同委員会にてレビュー・監視しています。CO2排出量削減などの

具体的な活動については環境委員会において目標の進捗管理や課題の確認をおこない、継続的改善を図っ

ています。気候変動に関するリスクについては、リスクマネジメント委員会において、全社的リスクマネ

ジメントの中で評価しています。

戦略（リスク・機会）

サプライチェーン全体を見渡して、短期・中期・長期における社会動向や規制動向などを予測し、幅広くリ

スク・機会の項目を挙げました。

リスクについては、「低炭素経済への移行に関するリスク」と「気候変動による物理的変化に関するリスク」

を想定し、事業インパクトを評価しました。機会については、「気候変動緩和策・適応策による経営改革の

機会」について検討しました。

取りまとめた気候変動に関するリスク・機会は、CSR・サステナビリティ委員会に報告し、確認しました。

気候変動への対応

当社グループは、2020年7月に、TCFD（気候変動関連財務情報開示タスクフォース）による提言への賛同を表明しました。

TCFDの提言に沿って、気候変動に関する重要情報を以下の通り開示します。

TCFD 提言に基づく情報開示

▶ P.48-49

※詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/168/

環境



リスク項目 事業インパクト（リスク） 評価（影響度） リスクが現れる時期
小 長期中期短期大中

2℃シナリオ

低炭素経済への
移行に関するリスク

炭素税  炭素税が導入されると燃料調達コストに税金が課されることになるため、エネルギーコストや原材料コストが増加する。

国境炭素税   国境炭素税が導入されると、輸出する製品に課税されることになるため、製品の価格競争力が低下する。

炭素排出規制  GHG削減目標の達成が求められ、設備投資や再エネ電力購入等の対応コストが増加する。

ガソリン車販売  ガソリン車の新車販売を禁止する国では、OEM需要がなくなり、売上が減少する。

省エネ・再エネ技術の普及 新たな省エネ・再エネ技術を導入するために、設備投資等の対応コストが増加する。

新技術開発   新技術への研究開発の投資コストが増加する。

顧客の変化
  2030年代以降に中古車でもZEVを選ぶ人が増え、プラグの交換需要が減少し、売上が減少する。
ライフサイクルでのCO2排出量が少ない製品が選ばれるようになり、従来品の売上が減少する。

投資家の変化   内燃機関への風当たりが強くなり、ダイベストメントの対象となる。

求職者の変化  内燃機関への風当たりが強くなり、就職先として選ばれなくなる。

4℃シナリオ
気候変動による
物理的変化に
関するリスク

異常気象の激甚化   台風等によって工場等への被害が発生し、操業停止や生産減少などが起こる。また、設備復旧への追加コスト等が発生する。損害保険料も増加する。

海面の上昇  海面上昇に伴って洪水や高潮が増加し、沿岸部にある工場や交通インフラが被害を受けてサプライチェーンが寸断され、対応コストが発生する。

降水・気象パターンの変化   水不足が深刻化する地域にある工場で水利用が制限され、操業を停止・減少せざるを得なくなり、別工場での生産や輸送などの対応コストが発生する。

平均気温の上昇   猛暑の中で働く従業員に熱中症が頻発し、体力的な負担が増加するため、猛暑対応のためのコストや人件費が増加する。

政
策
・
法
規
制

技
術

市
場

評
判

急
性

慢
性

側面

資源の効率性

エネルギー源

製品・サービス

市場

強靭性（レジリエンス）

• 新たな省エネ・再エネ技術の社内への導入が進み、エネルギーコストが減少する。

• 炭素税が課税されない燃料として水素の需要が高まり、水素エネルギー市場で新たな機会が生まれる。
• メタネーションなどの技術が発達し、e-fuelなどの合成燃料が普及すると、現状の内燃機関ビジネスが継続される。

• 燃費規制に対応していくために、高付加価値製品の需要が増える。

• GHG削減が義務化されることで水素エネルギー市場が拡大すると予想され、
水素関連技術やSOFC、SOECの需要が高まって、ビジネス機会が生まれる。

• 電気を利用して水素を作る（SOEC）、回収したCO₂を燃料にするなどのCO₂循環関連ソリューションの需要が高まる。

• 災害に備えて、エネルギーの地産地消（分散型の発電）が注目され、SOFCの需要が高まる。

• 電気モーターや発電機に使われるセラミック関連技術・製品の需要が高まる。

• 社会のニーズを捉えた気候変動に関連する新技術を開発することで、ビジネス機会が生まれる。

• 災害に備えて、サプライチェーンも含めてBCM／BCPを継続的に強化していくことで、レジリエンスが高まる。

主な機会 機会が現れる時期
長期中期短期
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気候関連の機会

気候関連のリスク

評価（影響度）
小：数億円程度の影響
中：50億円程度の影響
大：100億円以上の影響

リスク／機会が現れる時期
短期：中期経営計画の目標年度に合わせた2025年ごろまで
中期：長期経営計画の目標年度に合わせた2030年ごろまで
長期：長期経営計画の目指す姿に合わせた2040年ごろまで

環境
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◉自動車関連事業は2℃シナリオ下において、規制強化により将来的に売上減少が予想されるため、事業ポートフォリオの転換が必要である。

◉その他の事業については、2℃および4℃いずれのシナリオ下においても、市場の動向を注視し、柔軟かつ戦略的に事業を展開しており、中・
長期の観点からも高いレジリエンス性を有している。

気候関連シナリオに基づく事業のリスクと機会とその対応

気候変動のリスクと機会をより具体的にするため、各事業について、2℃

および4℃シナリオ下における事業環境とその対応について検討しました。

事業について、現在、売上収益の8割を占める内燃機関に関連する事業が

大きな変革を迫られていること、一方で、脱炭素社会の実現に向けて、水

素関連をはじめとして新たなニーズや市場が期待されることから、「2030 

長期経営計画 日特BX」において、今後注力する事業分野の一つに「環境・

エネルギー」を掲げ、2040年に向けて事業ポートフォリオの転換（売上収

益構成比率：内燃機関事業40％、非内燃機関事業60％）を進めていきます。

リスク管理

事業ごとにさまざまなリスクと機会があることから、気候変動に関

するリスクと機会についても、規制動向などを注視して事業への影

響をそれぞれに評価し、対応しています。

リスクマネジメント委員会では、リスクについて、全社的見地で事

業存続や目標達成に大きな影響を及ぼすか否かを、影響度と発生可

能性、およびその対策状況を分析して評価しています。重点的な対

応が必要と評価されたリスクは「優先リスク」とし、低減活動の状

況を確認しています。重要な機会については、CSR・サステナビリ

ティ委員会で確認し、必要に応じて経営戦略や優先的に取り組む課

題に反映しています。

指標と目標

2050年カーボンニュートラルを目指すことを前提として、「CO2

排出量：30％削減［2018年度比］（2030年度）」という目標を掲げ

ています。この目標の達成に向けて取り組みをより一層推進する

ため、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）お

よび執行役員（雇用型執行役員を除く）を対象とする業績連動型株

式報酬制度において、評価指標の一つに「CO2排出量削減率」を定

めています。

スコープ1・2について、省エネルギー活動な

どの CO2排出量削減施策が予定通り進捗し、

さらに太陽光発電による総エネルギーとCO2

フリー電力の採用を計画よりも前倒しした結

果、計画値よりも削減が進みました。スコー

プ3については、カテゴリ1「購入した製品・サー

ビス」、カテゴリ4「輸送、配送（上流）」、カテゴ

リ11「販売した製品の使用」の合計でスコー

※内燃機関事業の財務面の影響額について
IHS Markit Automotive の分析に基づく当社予測では、各国の気候変動対策によって内燃機関への
規制が進むことで、内燃機関を有する自動車は2030年代半ば以降減少すると予想しています。一方、当
社の内燃機関事業の中核であるスパークプラグは、新車用だけでなく補修用の需要もあり、当社予測で
は、引き続き内燃機関を有する自動車が保有されていると考えられることから、2040年以降に売上がピー
クを迎え、徐々に下降していくことを予想しています。こうした状況を踏まえて、内燃機関事業の売上収
益が2040年度以降に2023年度から5％減少すると仮定して試算すると、売上収益の減少額は250億円、
営業利益の減少額は60億円程度になります。

2023年度の内燃機関事業の売上収益：5,053億円　2023年度の内燃機関事業の営業利益：1,212億円
2040年度以降の内燃機関向け製品の売上減少割合の仮定値：5%
売上収益：5,053億円×5%=253億円　営業利益：1,212億円×5％=61億円

プ3全体の97.6％を占めていることから、これら3つのカテゴリに

ついて2030年度目標を設定しています。お取引先さま向けの CN

セミナーの開催やCO2削減伴走支援（カテゴリ1）、製品配送におけ

るCO2排出量の少ないルート選定や輸送方法の変更（カテゴリ4）、

環境に配慮した製品の継続開発（カテゴリ11）などサプライチェー

ン全体でのCO2削減に向けた活動に注力しました。

CO2排出量削減目標と実績

項目 目標 実績

スコープ1・2 2030年度
30%削減（2018年度比）

2023年度 31.7％削減（2018年度比）
＜排出量19.1万トン＞ 第三者検証

＜原単位0.49トン／百万円＞

スコープ3：
カテゴリ1「購入した製品・サービス」
カテゴリ4「輸送、配送（上流）」の一部

カテゴリ11「販売した製品の使用」

2030年度
30%削減（2018年度比）

2023年度  13.4％減少（2018年度比）
＜排出量951万トン＞
第三者検証  ：カテゴリ4

※ 上記の CO2排出量削減目標は、科学的根拠に基づく目標（SBT：Science Based Targets）として、2022年6月に SBTイニシアチブより、
WB2℃（Well Below 2℃）の認定を取得しました。

検討対象
とした事業 製品 今後の事業リスクと事業機会への対応 財務面の影響 長期経営計画での

売上収益目標

自動車関連
事業

スパークプラグ、
グロープラグ、

センサ

2℃シナリオ下では、内燃機関を有する自動車への規制が厳しくなることで、
将来、内燃機関部品の売上減少が予想される。一方で、電動車市場などの新
市場への機会が生じる。4℃シナリオ下では、内燃機関のさらなる省エネと
有害ガスの排出抑制が求められるため、高性能化への対応をおこなう。

売上収益の一部に影響※ 4,500億円
（2029年度）

燃料電池事業 燃料電池

2℃・4℃のいずれのシナリオ下においても非化石エネルギーの需要拡大が予
想されるため、当該市場への対応を引き続き強化。
2℃シナリオにおいては、水素インフラの普及が予想され、加速度的に市場
が増える可能性がある。

2,000億円規模の市場が
予想され、水素インフラ
の普及状況によっては上
振れの可能性あり 3,000億円

（2029年度）

その他の事業
SPE、パッケージ、酸素

濃縮装置、
ベアリングボールなど

2℃・4℃のいずれのシナリオにおいても、リスクおよび機会への影響は小さい。 小さい

環境
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セ
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ン
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事業内容 バリューチェーンの段階

自然への依存 自然へのインパクト（ネガティブ）
供給サービス 調整サービス

文化的
サービス

土地・淡水域・海洋の利用 気候変動 資源利用／回復 汚染／汚染除去 侵略的外来種

水資源 その他
資源 汚染浄化 水循環 気候調整 災害緩和 土壌安定・

土質維持
その他
調整

陸域生態
系の利用

淡水生態
系の利用

海洋生態
系の利用 GHG排出 水利用 その他

資源利用 廃棄物 GHG以外
の大気汚染 土壌汚染 水質汚染 かく乱 外来種

導入

自
動
車
関
連
事
業

スパークプラグの
製造・販売

原材料の採取・調達 H ー ー H H ー M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
製品の製造 M ー M M VL M VL ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH VH ー H H H H M ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H
製品の使用 ー ー ー ー Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー

Hー M L

HVH M Lー ー ー

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

酸素センサの
製造・販売

原材料の採取・調達（金属・鉱物） H ー ー H H ー M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
原材料の採取・調達（樹脂） H ー L L L M L ー ー H ー ー VH H ー H H H H ー ー
製品の製造 M ー M M VL M VL ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH VH ー H H H H M ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H
製品の使用 ー ー ー ー Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー

Hー M L

HVH M Lー ー ー

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

Hー M L

HVH M L

セ
ラ
ミ
ッ
ク
事
業

産業用セラミック製
品（圧電セラミックス）

の製造・販売

原材料の採取・調達 H ー ー H H ー M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
製品の製造 M ー M M VL M VL ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH VH ー H H H H M ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H

半導体製造装置用
製品の製造・販売

原材料の採取・調達 H ー ー H H ー M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
製品の製造 M ー M M VL M VL ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH VH ー H H H H M ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H

医療用酸素濃縮装置
の製造・販売

原材料の採取・調達（金属・鉱物） H ー L H H M M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
原材料の採取・調達（樹脂） H ー L L L M L ー ー H ー ー VH H ー H H H H ー ー
製品の製造 M Hー M L

HVH M L

VL ー VL ー ー ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH ー ー H M ー M ー ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H

新
規
事
業

ベアリングボールの
製造・販売

原材料の採取・調達 H ー ー H H ー M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
製品の製造 M ー M M VL M VL ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH VH ー H H H H M ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H

固体酸化物形
燃料電池（SOFC）の

製造・販売

原材料の採取・調達 H ー L H H M M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
製品の製造 M ー ー M ー M VL ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH VH ー H H H H M ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H

オゾン発生器の
製造・販売

原材料の採取・調達（金属・鉱物） H ー ー H H ー M ー ー VH H ー VH VH ー H H H H H M
原材料の採取・調達（樹脂） H ー L L L M L ー ー H ー ー VH H ー H H H H ー ー
製品の製造 M ー M M VL M VL ー ー

Hー M L

HVH M Lー ー VH VH ー H H H H M ー
物流 ー ー ー ー H M M ー ー

Hー M L

HVH M Lー M H ー ー ー H L L H H

生態系の維持に不可欠な水資源の持続可能性を守ることは、当社グループにとっ

ても重要な課題の一つです。そのため、エコビジョン2030で「水使用量原単位 

2018年度水準以下を維持」を目標とし、水の効率的な使用を推進しています。

2023年度の上水・井水・河川水の水使用量原単位は3.75m3／百万円で、2018

年度比で30.5%減少しました。また、使用量は146万m3でした。

※水資源の保全の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/170/

※廃棄物管理の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/169/

※化学物質管理の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/172/

水資源の保全 第三者検証 ：水使用量

生物多様性保全の必要性が世界的に高まっており、当社グループにおいても

地球温暖化防止、資源循環促進に次ぐ環境課題と位置付けています。当社グ

ループは、2013年4月に生物多様性への取り組み方針を示した「Niterraグルー

プ 生物多様性に関する指針」を制定し、エネルギーや資源の使用などの活動が

生物多様性に影響を与えていることを認識した上で、すべての事業活動にお

いてその影響を低減するよう、お取引先さまや外部団体などと連携を図りな

がら、さまざまな取り組みを実施しています。

また、生物多様性保全に係る活動をより進化させることを目的に、2023年10

月に「TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）フォーラム」に参画する

とともに、2023 年9月に公表された開示提言（TNFD 提言）の採用者（TNFD 

Adopter）として登録しました。当社グループの事業活動が自然に与える負荷

や自然の損失によるリスクを検討し、それらの適切な情報開示に努めるとと

もに、ステークホルダーとも連携しながらバリューチェーン全体で自然資本

や生物多様性への取り組みをおこなっていきます。

初期スクリーニングとして、ENCORE※を用いて当社グループの事業の潜在的

な自然との依存関係および影響を評価しました。これらの結果をもとにさら

なる解析、分析を進めて、必要に応じて対策を検討していきます。

生物多様性の保全

当社グループはさまざまな原材料を使用しており、それらの循環利用など、有効に活用していくことが必要で

す。そのため、エコビジョン2030で「有効利用率95% 以上」「2018年度比原単位年1％以上削減」「3R 活動の

推進」を目標とし、廃棄物の削減と有効利用を推進しています。

2023年度の有効利用率は、有効利用率の低い拠点の排出量が増加したことにより、89.5％に低下しました。

排出量原単位は0.054トン／百万円で、2018年度比28.5％減少しました。また、総排出量は20,906トンでした。

廃棄物管理 第三者検証 ：廃棄物排出量

※生物多様性の保全の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。　https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/173/

依存
VH
H
M
L

VL
ー

影響
VH
H
M
L
ー

H M L

HVH M L

実際の事業を考慮
してENCOREの
結果を変更した

依存なし

影響なし

高

低

高

低

※ENCORE：自然資本に与える機会とリスクを評価するツール

環境



長期経営計画開始時

真の独立自営に向けた
準備（カンパニー制）

真の独立自営

目指す姿

～2020年

2021～2024年

変えるために、壊す。
変わるために、創る。
一業一社の精神に立ち返り、
ゼロベースで変革する。

2025～2029年

その先の未来を、伸ばす。
超えるために、広げる。

新たな企業風土を醸成し、
持続的成長に向けてやり切る。

2040年

これまでの延長線上に
ない変化

自律創造人財の創出
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私たちは、従業員は最大の経営資源であると認識し、
従業員の多様性・個性を尊重することで、自律創造人財を活かし、当社グループの発展を目指します。

当社は、「2030 長期経営計画 日特BX」において「これまでの延

長線上にない変化」を遂げていることを2040年の目指す姿として

掲げています。その中核メッセージは、「志を持った多様な人財と

ともに共生する企業になる」ことです。「セラミックスで何ができ

るか」にこだわらず、セラミックスの領域を越え、世の中や私たち

の想像を超えた挑戦のため、自律した人財の獲得と育成、多様な知

と知の組み合わせ、エンゲージメントの向上を通じ、人的資本の最

大化を目指すことで、企業価値向上を実現していきます。

目指す姿を実現するためには、志を持った多様な人財が必要です。

従業員一人ひとりが個性を活かし、能力を存分に発揮し続けること

が企業の成長と個人の幸福に繋がると考え、ダイバーシティ・エク

イティ＆インクルージョン（DE&I）を重要な経営戦略の一つとして

位置付けています。性別や年次などの各種属性を問わず、多様な人

財を理解し受け入れ、それぞれに最適なサポートや機会を公平に提

供するよう努めています。

また、人的資本の価値向上として、「人財」は企業にとって最大の

経営資源であるとの認識に立ち、長期経営計画実現のために求める

人財像を「自律創造人財」と定め、創出に向けて計画的・継続的に育

成施策を展開しています。中でもまず、次世代リーダーの育成を重

要な課題と捉え、管理職の早期育成、さらには経営人財の育成を推

進しています。

急速な変革期の中にある当社グループの外部環境に対応するため、

厳しい事業環境にも耐えうる組織をつくるべく、社内環境は先行し

て組織改革を実施し、カンパニー制や分社化などを導入しています。

また、社内環境整備の一環として、スキルマップの導入により、

個人の保有するスキルを定量的に把握していく活動に取り組んで

います。さらに、従業員エンゲージメントの向上も企業価値向上に

大きく寄与すると考えています。「従業員にとって魅力ある会社づ

くりの実現」に向け、変革期の環境下でもエンゲージメントの向上

を目指し、従業員満足度調査を実施しています。

延長線上にない変化のためのイノベーションに向けて、従業員一

人ひとりがその能力を存分に発揮し活躍できる組織へと変革して

いきます。

人財方針

• 「志を持ち、変える・変わるための行動ができる人財（自律創造人財）」を育成し、活躍できる環境を整えます。

• 多様な個性を有する人財が、能力を発揮できる風土を醸成し、適所適財を推進します。
行動指針

山口 智弘

人事担当役員メッセージ

多様な人財が活躍する
組織づくりのために

人的資本経営



2040 目指す姿　延長線上にない変化

〈優先的に取り組む課題〉 グローバル人財マネジメント

2030 長期経営計画 日特BX ▶ 成長のための事業ポートフォリオ転換

中期経営計画 ▶ 「既存事業」と「新規事業」が独立しながら、両輪で走る

事
業
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
転
換

人
財
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
転
換

長期経営計画で求める人財
行動指針Change with Willが体現できる人財を人財像として、
「志を持ち、変わる・変えるための行動ができる人財」

中期経営計画:「自律創造人財」の育成

自律：「変えるために、壊す」＝常に自ら目的を考え、行動する

創造：「変わるために、創る」＝現状に捉われず、最適解を考え実践する

個人 組織風土

目的の明確化 意志入れ 相互尊重 自らの役割を
果たす

企業風土文化醸成

多様な個性を有する人財の力を
最大限に引き出すための
組織風土を醸成し、

それぞれに最適なサポートや
機会を公平に提供する

現人財の一層の活躍

従業員の主体的な
キャリア開発支援

▶P.53

▶P.53

働き方改革

働きやすさの醸成

▶P.54

エンゲージメントの向上

働きがいの醸成

▶P.54

経営人財の育成・管理

将来を担う人財の育成

外部専門人財の獲得

戦略的採用

▶P.55 ▶P.55

ダイバーシティ・エクイティ
＆インクルージョン（DE&I）

多様な人財が個性と
能力を発揮できる環境

▶P.56
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長期経営計画の主柱に、事業ポートフォリオ転換を掲げています。

事業ポートフォリオ転換実現の為には、「既存事業」と「新規事業」

における両利きの経営の実践が必要不可欠であると考えています。

そして、その両利きの経営を実践・推進していくのは、経営上最も

重要な資本である人財です。当社としては、人財が活躍できる機会

や育成環境の提供と、組織風土の醸成を目的に、優先的に取り組む

課題として「グローバル人財マネジメント」を掲げています。

まず、「グローバル人財マネジメント」を牽引していく人財像を、「自

律創造人財」と定め、輩出すべく、現人財の一層の活躍機会や育成

環境の提供とともに、外部からも尖った専門性を持つ人財を戦略的

に獲得しています。

また、次世代経営人財の育成にも力を入れており、選抜人財に対し、

経営に必要な姿勢や思考、知識を習得するための育成プログラムも

継続的に提供しています。

育成・確保した自律創造人財の能力を最大限に引き出すための組織

風土醸成にも積極的に取り組んでいます。性差や年次等の各種属

性を問わず、多様な人財を認めて受け入れ、それぞれに最適なサポー

トや機会の公平な提供や、多様な人財が生き生きと働くために、働

き方の選択肢の多様化推進など、ダイバーシティ・エクイティ＆イ

ンクルージョン（DE&I）の基盤構築を推進することを通じて、従業

員のエンゲージメント向上を図っています。例えば、リモートワー

クの推進やフレックスタイム制度、遠隔地勤務制度など、従業員が

それぞれ最適な働き方を選択できる環境を整えています。

人財戦略とグローバル人財マネジメント 人財戦略の概要図

人的資本経営



長期経営計画で求める人財

成果

行動

知識・スキル

「志を持ち、変える・変わるための行動ができる人財」

「自律＝常に自ら目的を考え、行動する」と「創造＝現状に捉われず、
最適解を考え実践する」の両方を体現し続けることで“存在価値”を発揮する人財

目的を意識し行動する

中期経営計画人財像：自律創造人財

定
義

自律創造人財の要件

目的の明確化

目的達成に向けて譲れない志を持ち、最善を尽くす意志入れ

自律創造人財に必要な13の基礎スキルコアスキル

各領域の専門スキルテクニカルスキル

他者を尊重し、他者の意見や考えを受け入れる相互尊重

自らの役割を果たすための努力を惜しまない自らの役割を果たす

自律創造人財に必要なスキル

スキルマップ

キャリアデザインサイクルの3要素

■ マイキャリア

WILL

■ 目標設定シート
　 （役割・人財成長）

■ スキルマップ
■ 人財・成長（能力開発）

MUST CAN

03 価値共創の基盤
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自律創造人財

中期経営計画達成のための人財像として、「自律創造人財」を定義しています。「自律＝常に自ら目的を考え、

行動する。」と「創造＝現状に捉われず、最適解を考え実践する。」の両方を体現し続けることで“存在価値”

を発揮する人財と定義しており、その要件を「目的の明確化」「意志入れ」「相互尊重」「自らの役割を果たす」

の4つに定めています。

自律創造人財の創出に向けた具体的な取り組みとして、必要なスキルを定義しました。自律創造人財の4

要件をもとにしたコアスキルと、当社グループのコア・コンピタンスに基づき注力する事業領域において

必要となるテクニカルスキルの2つの軸で、現従業員の保有スキルを可視化し、全社共通のスキルマップ

の整備を推進しています。現状と目指すスキルとのギャップも明らかにし、従業員自らがギャップを埋め

るためスキルアップしていける環境整備として、それぞれのスキルを育成する研修プログラムについても

構築を進めています。

キャリアデザインサイクルを通じた、従業員の主体的なキャリア開発支援

従業員の主体的なキャリア開発を支援するために、「キャリアデザインサイクル」を回していく仕組みを

整備しています。具体的にはWILL:毎年自身のキャリアを上司と対話するマイキャリアという仕組みを

通じて、実現したいことやありたい姿を考え、CAN:スキルマップを活用して伸長すべきスキルを確認し、

MUST:期待される役割と自身のWILL,CANとの接続を、定期的な面談や日常の1on1の中で、職場上司と

すり合わせをおこなうキャリアデザインサイクルを回

しています。

デザインしたキャリアの実現を支援する教育コンテン

ツを体系化し、またコアスキルに関しては、伸ばしたい

スキルに応じて推奨される研修を一覧化して、従業員

に公開することで、自己研鑽の機会を提供しています。

キャリアデザインサイクルの過程で、日々の業務やキャ

リアの悩みが生じた場合に、いつでも相談できるよう、

キャリア相談窓口を設けています。キャリアコンサル

タントの資格を持った従業員が１対1でカウンセリン

グをおこない、相談者自らが答えを導き出せるよう支

援しています。

従業員一人ひとりがコアスキルの向

上に向けて取り組める環境の整備を

進めています。これまでも各職場で個

別に作成、運用されてきた専門スキル

（テクニカルスキル）についても、全社

運用できる粒度で作成し、全社共通ス

キルマップとして展開しました。

全社共通スキルマップでは、現在の業

務に直接関わるテクニカルスキルだ

けでなく、直接関わらないテクニカルスキルも点検できるようにしました。

従業員個人の保有するテクニカルスキルの点検と並行して、事業ポートフォリオ転換のために、事業戦

略に則して優先度が高いテクニカルスキルについての特定を進めています。優先度の高いスキルを保

有する従業員が不足している場合には充足に向けた取り組みも並行して検討していきます。

事業ポートフォリオ転換実現に向けたスキルマップの整備可視化

事業戦略のために
設計スキルを保有した
人財を増やそう

キャリアアップの
ために分析スキルを
向上しよう

設計

企画 検査

品質保証 分析

組織のスキルアップ 本人のスキルアップ

■ 目標レベル
■ 本人レベル

人的資本経営
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従業員エンゲージメント向上に向けた取り組み

当社グループでは、従業員の多様性・個性を尊重することで、自律

創造人財を活かすために、エンゲージメント向上は重要課題である

と認識し、改善活動に取り組んでいます。

その中で、組織課題を可視化し、組織改善に繋げるため、従業員意

識調査を実施しています。

結果について、役員へフィードバックをおこない、対話を通して取

り組む課題について検討し、改善活動へ繋げています。

活動の具体例として、人事部門が中核となり、若手ヒアリングや課

長ヒアリング、ワークショップをおこない、各組織の改善活動を支

援しています。各部門での改善活動事例の共有会を実施し、好事例

を横展開することで、組織改善の促進を図っています。

また、エンゲージメント向上の意義やサーベイの目的を上長から自

部門の従業員へ共有したことに加えて、2022年度より従業員意識

調査の結果を役員賞与算定に用いる指標の一つとして採用し、エン

ゲージメント向上に向けて取り組みを加速しています。2023年度

の回答率は96.3%と前年度より3.7ポイント改善しました。

これらの活動の結果、2023年度の総合満足度は、前年度より0.13

ポイント向上しました。

引き続きサーベイ結果をもとに、課題を把握し打ち手を実行するこ

とで、グループ一丸となって改善活動に取り組んでいきます。

働き方改革

「2030 長期経営計画 日特 BX」で示した働き方改革の目指す姿を

実現するため、2021年に「働き方改革宣言」を策定し、多様な働き

方ができる環境の整備を推進しています。数ある選択肢から自身

にとってのベストを見つけ、「価値を出し続けられる、自律した人財」

の創出をすることで、「従業員のパフォーマンスの最大化」「エンゲー

ジメントの向上」を目指します。そのために、以下2つの取り組み

を進めています。

①「働く場所、働く時間の多様化」施策の推進

• 遠隔地勤務制度（2024年導入済み）

場所に制約される働き方から脱却することで、遠隔地に住む優秀

な人財の確保や離職の防止に繋げます。

• 国外にある家族居住地からのリモートワーク

従業員が最適な働き方を選択できる環境を整備することでワー

クライフバランスの向上を図ります。

• 短時間勤務者のフレックス勤務（2023年導入済み）

短時間勤務者も勤務時間をフレキシブルに選択し、仕事とプライ

ベートの調和を図り効率的に働くことを可能にします。

②施策の振り返りと見直し

これまでに整備してきた働き方施策を振り返ることで、課題抽出を

行い、目指す姿へ向けての見直しや、さらなる施策の検討を進めて

いきます。

働き方改革宣言
日特BX「一人ひとりの志が共生する、熱を帯びた組織」となるために「多
様な働き方」を推奨します。
●快適なリモートワークを従業員に推進します。
　リモートワーク率70%以上を目標とした環境を整えます。
●変化に対応したツールを準備し、新しい価値を生み出します。
　そのために、デジタルソリューションへの投資を進めます。
そして、数ある選択肢から、自分にとってのベストをみつけ、「価値を出し続
けられる、 自律した人財」になってほしい。
Niterraグループは一人ひとりの価値観、志を尊重します。

新人事制度のポイント
• 基幹職層に役割等級制度を導入
• 専門職（SP 職）を導入
• 成果・挑戦に応じた評価報酬

当社は2022年4月より、人事制度を改変しました。中期経営計画

のテーマである「変えるために、壊す。変わるために、創る。」こと

が実現できる「自律創造人財」の創出を加速させるため、当社グルー

プ共通で目指す人財施策の方向性を明示した「グループ人財方針」

を落とし込み、これまでよりさらに、年齢や性別などの属性にとら

われず、成果と挑戦に報いる、公平性の高い人事制度となっていま

す。従業員の報酬には各カンパニーが出した成果が反映される仕

組みを導入し、一人ひとりが事業・業績への貢献に繋がるアウトプッ

トを強く意識して、より高効率な業務推進を期待しています。

管理職には役割等級制度を導入し、「求められる役割」に応じた役

割ランク・役割給を設定することで、実際に担う役割と処遇が一致

する納得感のある仕組みとしました。担当職層においても、昇格に

際して年次要件を廃止することで、管理職、担当職全体で、年次を

問わず早期の優秀人財の登用を実現しました。また、高い専門性を

活かし事業運営・業績にインパクトを与える役割を担う人財として、

専門職（SP 職）という資格を新たに設定しました。従来の管理職で

あるM 職はマネジメントに、SP 職は専門性を発揮することに集中

し、より高効率な事業運営を推進します。個人の役割を明確にする

ことで、スピード感を持った革新、適所適財を実現し、組織目標の

達成を促進していきます。

評価制度もあわせて見直しを実施し、従前よりも面談の機会を増や

し、きめ細かい従業員のフォローを通して評価を明確化し、自律的

にキャリアを形成できる環境整備を推進しています。

新人事制度を通じて、従業員の意識改革を促し、自らの役割を全うする

創造性豊かな人財の育成や、挑戦に報いる企業風土の醸成を目指します。

人事制度

2023年度より、クラウドサーベイツールを導入し、各組織で資格や年齢ごとの結果を分析できる環境を
構築しました。期待度と満足度を測定し、そのギャップから、より課題を明確に把握することができるよう
になり、的を射た打ち手の検討に繋がっています。

総合満足度

人的資本経営
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採用戦略 

採用については、事業環境の変化に迅速に対応し、人財ポートフォ

リオの転換を図るために、管理職クラスを含め、本社部門や、新規

事業部門、IT 部門を中心にキャリア採用を積極的に進めています。

また、急激に進展するグローバル化に対応し、多様な人財の活躍を

促進するため、外国籍従業員の採用をおこなっています。新卒採用

においては、外国籍従業員を継続的に採用しており、近年は、日本

の大学への留学生のみならず、海外の大学でより専門性を身につけ

た外国籍従業員の採用にも力を入れています。

さらには、女性従業員の採用比率や障がい者雇用比率を高めること

も推進しており、キャリア採用者や外国籍従業員を含めて各職場で

活躍することで、会社全体のダイバーシティ・エクイティ＆インク

ルージョン（DE&I）の推進に繋げています。

経営人財の育成と管理

次世代の経営を担う人財を発掘・育成するため、経営人財育成プロ

グラム「経営スパーリング道場」、グローバル次世代経営人財育成

プログラム「HAGI」、選抜型研修「日特ビジネススクール」などの各

種プログラムを実施しています。経営スパーリング道場の卒業生

は経営陣として、また、HAGI および日特ビジネススクールの卒業

生は当社グループのコアポジションで活躍しています。各国・各地

域においても、域内選抜での人財育成プログラムを策定・開催し、

経営に資するリーダーシップの育成に取り組んでいます。グルー

プ全体のコアポジションの人事については、経営会議にて月に1回

議論しています。

経営スパーリング道場

経営陣を対象として、次期経営チーム（次期経営会議メンバー）を担

う人財が経営に必要となるコンピテンシーや視点視座を養うこと

を目的とした当社独自の経営人財育成プログラム「経営スパーリン

グ道場」を実施しています。

経営スパーリング道場は、次期経営チームに求められる姿勢や思考

の醸成はもちろんのこと、経営者として備えるべき知識（経営哲学、

サステナビリティ、データサイエンス、地政学等を含む）について

も習得することを目的としています。

HAGI

グローバルにビジネスが拡大する中で、すべてのグループ会社から

次世代経営を担う人財を発掘し育てていく「グローバル次世代経営

人財育成プログラム」を2016年から開講しています。国籍に関係

なくNiterraグループ内の部長クラスの次期経営候補人財に対して、

経営者に求められる軸の考察等を探求するプログラムを実施して

います。このプログラムは、幕末期に多彩な人財を輩出した松下村

塾の発祥地（山口県萩市）にちなんで「HAGI」と名づけ、会長の尾堂

が塾長となっています。HAGIは、全社視点の実践を重視した相互

日特ビジネススクールの様子

HAGIの様子
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※2021年度より会社分割を実施したため、採用は各グループ会社の対応となりました。
　グラフには当社単体の採用者数を記載しています。

50

60

に学びあう塾として継続的に開講しており、将来の当社グループを

担う志と使命感を持った人財を育成して輩出しています。

日特ビジネススクール

日本国内の人財については、HAGIの一歩手前の人財を選抜して「日

特ビジネススクール」を開講しています。日特ビジネススクールで

は、クリティカル・シンキングの理解と強化、経営戦略、マーケティ

ング、事業分析などの知識やスキルの習得、実例に基づくケースス

タディなどのプログラムを通じて、特に心技体について、リーダー

人財の育成をおこなっています。

人的資本経営
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従業員一人ひとりが個性を活かし、能力を存分に発揮することが企業の成長と個人の幸福に繋がると考え、

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン（DE&I）を重要な経営戦略の一つとして位置付けています。

性別・年齢・障がいの有無・国籍のほか、ライフスタイル・性格などを問わず、多様な人財を認めて受け入れ、そ

れぞれに最適なサポートや機会を公平に提供するよう努めています。生き生きと働ける環境の中、知と知を

組み合わせ、そこから生み出される新たな価値や発想を活かしていきます。

1.選抜型女性管理職登用研修

当社グループは2030年までに管理職の女性・外国籍・キャリア採用

比率を25% とすることを目指しています。また具体的かつ組織構

造改革の効果が見込める指標として、新たに2030年までに管理職

の女性比率10％という目標を掲げています。現在、管理職の女性

比率の向上に向けて具体的に取り組んでいるのが、選抜型女性管理

職登用研修（Raise UP プログラム）です。役員・上司をはじめとす

る関係者の支援を受けながら、管理職に必要な知識・スキル・マイン

ドを学ぶ場を作り、各自の成長を促進しています。本施策は2019

年から実施しており、施策を通じてこれまでに25名が女性管理職

として活躍しています。研修の効果もあって管理職の女性比率は

年々逓増傾向にあり、今後もより多様な人財がリーダーとして活躍

する会社を目指していきます。

2.多様な人財が働きやすい環境の整備

男性の育児休業が取得しやすい環境整備の一環として、上司や子育て

世代それぞれに向けた育児・介護休業法改正セミナーや育児と仕事の

両立戦略セミナーなどを開催しました。その結果、2023年度の男性

の育児休業および育児目的休暇の取得率は87％となり、年々向上し

ています。

また、従業員が自身のキャリアと向き合う施策として、キャリア相談

窓口の設置に加え、45歳や55歳など対象者を絞ったキャリア研修を

開催しています。遠隔地勤務制度、フレックス勤務制度、育児や介護

に限定しない短時間勤務制度等、柔軟な働き方の拡充にも力を入れて

おり、自分らしいキャリアの実現がしやすい環境を整えています。

3.社内におけるDE&Iの理解浸透

「誰もが自分らしく活躍し続けられる環境」が職場で実現できるよう、

DE&I の理解浸透に力を入れています。具体的には2024年2月に

DE&Iについて従業員と一緒に考え・推進していく期間として『DE&I 

WEEK』を開催しました。社外取締役による講演では、DE&Iとはそ

もそも何かをはじめ、「インクルージョン」の必要性について語っ

ていただき、従業員が自分事として「インクルージョン」を考える

機会となりました。また、管理職を対象にダイバーシティをはじめ、

日特ウェイやコンプライアンスなどをテーマに、「耳にタコ（MT）」

ができるくらい繰り返し受講するMT研修もおこなっています。さ

らに、これらの活動やDE&Iに関する様々な情報を、『ダイバーシティ

フォーラム』にて毎月人事部門から全従業員へ発行しており、定期

的なDE&Iに関する情報の周知・理解浸透に努めています。

ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）のありたい姿と取り組み方針
「Change with Will」を体現できる多様な人財が活躍できる風土醸成

目指す姿

ありたい姿 取り組み方針

•企業の成長と個人の幸福の実現

•意思決定レベルの多様化

•多様性推進とキャリア施策の実行

•柔軟な働き方の整備

•インクルージョンの浸透

DE&I 推進のための取り組み

HRコミュニケーションカンパニー 
人財開発部人財育成課 ダイバーシティ推進チーム

T.P.

寄り添い、歩み寄ることで、DE&Iを推進し
多様な人財が輝くNiterraへ

外国籍従業員への取り組み事例

私が入社した2017年当時は日本採用の外国籍従業員はまだ

少なく、本人の声を聞く機会もあまりありませんでした。まず

は要望や困りごとを聞く場が大事だと考え、交流会を定期的に

開き、そこからいろいろな取り組みが生まれています。例えば、

外国籍従業員が日本や会社の生活に関する情報をまとめた「日

特ペディア」を作成しました。自分たちが来日して感じた困り

ごとや解決方法を後輩に伝えるハンドブックとして活用され、

今も外国籍従業員たちの手でアップデートされ続けています。

また、海外からのリモートワーク制度に繋がるきっかけが生ま

れ、活躍する環境も少しずつ整ってきました。こうして人に寄

り添うことがDE&Iへの第一歩だと思います。

インクルージョンのためには、寄り添うだけでなく、お互い

が歩み寄ることが大切です。外国籍従業員においては、職場全

体で異文化コミュニケーション研修をおこなうことで、お互い

のギャップやその背景にある文化を理解し、どう歩み寄るかを

考えていただくきっかけを作りました。このような取り組み

を外国籍従業員にとどまらず、全従業員に展開し、応用するこ

とで、志を持った多様な人財が輝くNiterraの実現に貢献して

いきたいと思います。

人的資本経営

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン（DE&I）



事務局（環境安全部）

各安全衛生
委員会

各工場・グループ会社における労働災害の防止および
安全衛生水準の向上に取り組んでいます。
各カンパニー・部署の目標の進捗も確認しています。

各カンパニー・部署 安全衛生に関する目標と計画を設定し、
活動しています。

本社 工場 グループ会社

中央安全衛生委員会
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私たちは、人間尊重を基本とし、労働安全衛生を企業活動の出発点と位置付け、行動します。

リスクアセスメントの取り組み

OHSMSの中心的な活動として、リスクアセスメントを実施しています。

既存事業だけでなく新規事業も含めたすべての職場にて設備・化学物質・

作業から危険源を詳しく調査し、それぞれの危険源の健康・安全に関す

るリスク評価をおこない、リスクレベルの高い危険源に対して優先的

にハード対策やソフト対策（残留リスク管理）をおこなっています。

また、職場のトップによる作業観察、リスクアセスメント結果の再確認

を実施するなど、職場が一体となってリスクの低減に取り組んでいます。

災害が発生した場合は、災害速報をグループ全社に速やかに配信します。

そして後日、恒久対策等をまとめた災害対策書をグループ全従業員に

配信し、類似災害を防止するための啓発や措置を講じています。

教育・啓発

災害を未然防止するために「ひと」「もの」「しくみ」の視点で教育訓練活

動を実施しています。全従業員に配付する『安全衛生心得』は、安全衛

生に関する基本をまとめた冊子で、英語版、ポルトガル語版も用意して

います。各職場で読み合わせに活用するなど、従業員一人ひとりの安全

行動に繋げています。危険体感機による訓練では、言葉では伝えにくい

「被災する怖さ」やどうすれば災害を避けられるかについて、疑似体感

しています。29種類の危険体感機に加え、保護具の装着チェック機2種

類を用意しています。階層別教育、専門教育なども含め、さまざまな教

育訓練活動を実施することにより、安全文化の構築を目指しています。

当社グループは、労働災害を撲滅し、快適な職場環境を形成するた

めに OHSMS（労働安全衛生マネジメントシステム）を構築 ･ 運用

しており、安全衛生統括責任者を委員長とする中央安全衛生委員会

（年2回の定例会および必要に応じて臨時会を開催）を設置していま

す。中央安全衛生委員会は、取締役会の諮問機関である CSR・サス

テナビリティ委員会（委員長は社外取締役）の監督のもと、当社グ

ループの安全衛生の課題や各カンパニーからの安全衛生活動の報

告をおこない、安全衛生統括責任者によるマネジメントレビューな

どを実施しています。また、各カンパニー・部署は目標と計画を設定し、

工場ごとの安全衛生委員会を通じて、安全衛生活動に取り組んでいます。

2023年度は中央安全衛生委員会を2回開催し、労働災害、グローバ

ル体制、設備安全対策の進捗、健康経営活動、今年度の振り返りと

次年度の活動などについて報告、議論しました。

当社グループは持続的な成長を実現するため、従業員の健康を重要

な経営資源の一つとして捉え、従業員一人ひとりの健康増進を図り、

「健康経営」を推進しています。2017年12月には当社グループの『健

康経営宣言』を掲げ、「生活習慣病対策」「メンタルヘルス対策」「受

動喫煙対策」の観点から各種施策を推進しています。

特に、従業員の健康管理の基礎となる、健康診断の受診率は100%

に達し、婦人科検診やピロリ菌検査など任意検診にも注力していま

す。また、生活習慣病対策を目的とする『健康チャレンジキャンペー

ン』を展開し、目標達成者にカフェテリアポイントを進呈しています。

受動喫煙対策では、社内禁煙外来診療を開設し、2023年4月より敷

地内全面禁煙としました。さまざまな健康経営施策を当社のみな

らず、グループ会社にも順次拡充させており、グループを横断した

減量・運動習慣の定着を図れるよう取り組んでいます。

健康経営宣言
Ⅰ . Niterraグループは持続的な成長を実現するため、従業員の健康を重要な

経営資源の一つとして捉え、社員一人ひとりの健康増進を図り、「健康経営」
を推進することを宣言します。

Ⅱ．従業員それぞれの多様性・個性を尊重し、一人ひとりが能力を十分に発揮し、
活き活きと働ける職場づくりを推進します。

Ⅲ．従業員のみならず、その家族も含めた健康増進活動を労働組合・健康保険組
合とともに一丸となって、 長期的な視点に立って積極的におこないます。

代表取締役社長 社長執行役員 川合 尊

「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

労働安全衛生方針

推進体制 労働安全衛生の取り組み 健康経営の取り組み

•  従業員の労働に関する負傷および疾病といった健康障害を防止するために、安全かつ健康に
働ける職場環境を実現し、心身の健康増進に取り組みます。

•  労働安全衛生に関する法規および自主基準を遵守します。

•  労働安全衛生マネジメントシステムおよび安全衛生パフォーマンスを継続的に改善します。

• 労働安全衛生に関する危険源を除去し、リスクを低減することにより業務事故を撲滅します。

• 教育・啓発により労働安全衛生に関する能力や自覚を促します。

•  全従業員に本方針を周知し、従業員代表と合意した行動計画に基づき、総員参加で安全衛生
活動に取り組みます。

行動指針

※本方針は、社員、派遣社員、請負社員、納入業者、工事業者、来訪者等、当社グループの事業活動に関わるすべての人に適用します。

労働安全衛生



ステークホルダーとの対話

人権尊重の取り組みの全体像
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負の影響の
特定・評価

Step 2
負の影響の
防止・軽減

Step 4
説明・
情報開示

Step 3
取り組みの
実効性の評価
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私たちは、さまざまな社会的課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現を目指しています。その前提として、私たちの事業活動において影響を受けるすべての人びとの人権を尊重するこ
とが重要であり、継続してその責任を果たすことが持続可能な社会の実現に真に貢献していく上で不可欠であると認識しています。
そのため、世界人権宣言、労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関宣言に記された人権を尊重し、国連グローバル・コンパクト、国連ビジネスと人権に関する指導原則、
OECD 多国籍企業行動指針に基づいて、これらの人びとの尊厳が守られるように力を尽くします。

当社グループでは、人権の問題は多岐に亘ることから、課題に応じ

て各部門で取り組んでおり、その進捗や課題は、各部門および関係

する各専門委員会で確認しています。

また、昨今、世界的に「ビジネスと人権」に関する法制化等が進んで

いることから、当社グループの人権尊重をグローバルスタンダード

に適する取り組みへと進化させるため、2022年度に人権デュー・

ディリジェンスの実施に関わる部門（ビジネスマネジメント室、サ

ステナビリティ戦略室、人事戦略室、環境安全部、調達部）を中心と

して検討を開始し、継続的に人権に関わる議論をおこなっています。

なお、人権尊重の取り組みについては、取締役会の諮問機関である

CSR・サステナビリティ委員会（委員長は社外取締役）の人権分科会

が監督しています。

当社グループの事業活動により、当社グループの従業者をはじめと

して、お取引先さまの従業者、地域にお住まいの皆さまなど、さま

ざまな人びとが影響を受けていることを認識しています。そのため、

事業活動に関する人権への負の影響を特定・評価、防止・軽減、是正

するための仕組みの構築を通して、人権尊重に取り組んでいきます。

2020年にCSR基本方針の一つとして人権方針を制定しました。その

後、企業の人権尊重への取り組みの重要性や期待が増していること、

また、当社グループのみならずバリューチェーン全体を通じた取り

組みが必要であることから、2023年1月に人権方針を改訂しました。

推進体制

人権方針

人権尊重の取り組み

人権方針の策定・公表

•  事業活動をおこなうすべての国・地域の法令を遵守します。その国・地域の法令と国際的に
認められた人権に齟齬がある場合は、可能な限り、国際的に認められた人権を尊重する方法
を追求します。

•  事業活動を通して与え得る人権への負の影響を特定し、予防、軽減、または原因の排除を図
ります。

•  従業者およびお取引先さまが相談・通報をおこなうための仕組みを設置し、人権に関する相談・
通報を受け付けます。受け付けた相談・通報は事実関係を調査し、 問題が確認された場合には、
適切な対応を通して救済に取り組みます。

•  本方針および人権尊重の取り組みの進捗状況を適宜公表するとともに、グループ内外のさま
ざまなステークホルダーとの対話や協議を通じて、人権尊重の取り組みを進化させていきま
す。

•  本方針は、グループのすべての役員および従業者に適用します。本方針がすべての役員およ
び従業者に浸透するよう、適切な教育や研修に取り組みます。

•  お取引先さまを含むすべてのビジネスパートナーにおいても、本方針とそれに基づく取り組
みをご理解・ご支持いただくとともに本方針が尊重されるよう、継続して働きかけます。

行動指針

※詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/175/

人権の尊重
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当社グループの事業活動に関する人権リスクについて、特定・評価、防

止・軽減に取り組んでいます。

人権リスクの特定においては、当社グループの主なバリューチェーン

と関連するステークホルダーを整理し、バリューチェーンごとに一般

的に想定される人権リスクを抽出しました。そして、国際機関などの

レポート、メディアのデータベースなどの調査や他社ベンチマークを

参考に、当社グループの人権リスクを整理しました。その上で人権影

響評価を実施してマッピングし、重点領域に挙がる人権リスクを特定

しました。

この結果を踏まえ、現在は、直接的に働きかけることが可能な当社グルー

プ、そしてサプライチェーンを中心に、重点領域に挙がった人権リスク

を優先して人権尊重の取り組みを進めています。また、社会情勢の変

化や当社グループの事業の進展、新しいお取引先さまの開拓などにより、

特定した人権リスクが変わりうることを認識しています。取り組みの

実効性を高めるため、人権デュー・ディリジェンスの実施に関わる部門

が中心となって、リスクマップの定期的な見直しをおこなっていきます。

お客さま、お取引先さま、従業者をはじめとするステークホルダー

の皆さまからのご意見・ご質問・ご要望などを受け付ける窓口を複

数設置しています。

人権についての教育や情報提供の機会を増やして経営層・従業者の

意識を高めています。

全従業者を対象とする人権研修では、人権尊重の必要性、当社グ

ループの人権方針、人権デュー・ディリジェンス、救済についての

動画を視聴し、チェックテストで理解度を確認しています。

近年 は 各種研修 や メ ル マ ガ な ど を 通 し て ジ ェ ン ダ ー 平等 や

LGBTQ+ についての啓発を増やしているほか、世界各地で起きて

いる人権問題も注視しています。

当社
グループ

コンプライアンス
意識調査

•2年に1度、日本国内で実施
（2023年度は人権に関する

設問を補強して実施）

人権・労働調査 •毎年実施

サプライ
チェーン

CSR・サステナビリティ
調達ガイドラインの
チェックシートによる調査

•2年に1度実施
（2023年度は人権に関する

設問を補強して実施）

当社グループとサプライチェーンに向けた調査

当社グループ
従業者に対するコンプライアンス意識調査、グループ会社に対する人権・

労働調査を実施し、人権侵害の有無や潜在的な人権リスクを確認して

います。
● 従業者に対するコンプライアンス意識調査
国内グループの従業者を対象に「コンプライアンス意識調査」を実施し、

コンプライアンス（ハラスメントを含む）に関するリスク、意識や理解

の程度、組織の状況等を把握しています。この調査には自由記述欄も

あり、個人を特定できない形で、コンプライアンスについて感じている

ことを回答することができます。調査を通して把握した課題や潜在的

な人権リスクについては、未然防止に向けて、各部門長にフィードバッ

クして改善に取り組んでいます。
● グループ会社に対する人権・労働調査
グループ会社に対して、毎年、人権・労働についての調査を実施し、潜

在的な人権リスクを確認しています。

サプライチェーン
CSR・サステナビリティの取り組みをサプライチェーン全体で推進す

るため、『CSR・サステナビリティ調達ガイドライン』を発行し、お取引

先さまに展開しています。このガイドラインには、人権・労働、安全衛

生など、人権に関する遵守事項も含んでいます。

お取引先さまの取り組み状況は、2年ごとにチェックシートを用いて

調査し、その結果をフィードバックしています。フォローアップが必

要なお取引先さまに対しては、訪問等によって状況を確認しています。

また、改善が必要な場合は、適宜支援をしています。

2023年度は、ガイドラインおよびチェックシートを改訂し、対象を全

てのお取引先さまに拡大して調査を実施しました。

人権デュー・ディリジェンス 苦情処理メカニズム

啓発活動

▶ P.75

従業者の代表である労働組合と定期的に労使懇談会を開催し、労働

時間管理や働き方について議論しています。2023年度は人権をテー

マとする対話もおこないました。

お取引先さまに対しては、お困りごと相談窓口等を通じてご相談を

受け付け、内容について真摯に受け止め、協議をおこない相互理解

を含めて改善に向けた活動に繋げています。また、工場の近隣にお

住まいの方々に対し

ては、代表者と懇談会

等をおこない、住環境

を脅かす事案がない

かを含めて意見交換

を実施しています。

人権をテーマとする労働組合との対話

ステークホルダーとの対話

重点領域に挙がった人権リスク

当社グループ サプライチェーン

•不十分な労働安全衛生
•長時間労働
• 差別（人種、性別、民族、国籍、障が
いの有無、宗教等のあらゆる差別）

•苦情処理メカニズムの機能不全

•紛争鉱物
•強制労働
•児童労働
•環境汚染による地域住民の健康被害
•不十分な労働安全衛生
•長時間労働
•差別
•苦情処理メカニズムの機能不全
•先住民の権利侵害

人権の尊重



環境

人権・労働
3.82

4.60

4.60

4.004.56

4.76

4.39

ビジネス倫理情報セキュリティ

安全衛生

品質・安全性

BCPへの
対応

Aランク
19%

Dランク
0%

Bランク
79%

Cランク
2%

重要
サプライヤー
からの

買い入れ比率

93%

それ以外の
サプライヤー
からの

買い入れ比率

7%
日本
76%

アジア
14%

北米・南米
8% 欧州・その他

2%
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私たちは、良品主義のもと、世界最適調達の実現を目指しています。その実現に向けてお取引先さまとの連携を強化し、
CSR・サステナビリティの取り組みをサプライチェーン全体で推進するとともに、原材料・部品等の調達にあたっては、次の考えに基づき、適正な購買取引を実践します。

調達方針

当社グループは、多種多様なお取引先さまとともにサプライチェーン全体で社会からの期待に応え、人権や

環境などに配慮した責任ある調達を推進するため、調達方針に基づき、調達部門が主体となって各部門や関

係する各専門委員会と連携し、活動しています。その進捗や課題は、必要に応じて経営会議に報告されます。

CSR・サステナビリティの取り組みをサプライチェーン

全体で推進するため、『CSR・サステナビリティ調達ガイ

ドライン』を発行し、お取引先さまに展開しています。

2023年度に本ガイドラインを改訂した際には、より理

解を深めていただくための説明会を開催し、多数のお取

引先さまにご参加いただきました。

お取引先さまの取り組み状況は、2年ごとにチェックシー

トを用いて調査しています。2023年度に実施した調査

では、対象を全てのお取引先さまに拡大し、63% のお取

引先さま（全買入金額基準では83％に相当）から回答を

いただきました。一部のお取引先さまには、経営層への

ヒアリングなどのフォローアップを実施し、課題の改善

をお願いしました。

気候変動への取り組み

お取引先さまを含めたサプライチェーン全体でカーボン

ニュートラルを目指して取り組んでいくため、お取引先

さまにおけるCO2削減目標の設定と、当社向け製品に関

連するCO2排出量調査にご協力をお願いしています。

推進体制 CSR・サステナビリティ調達の推進

当社はグローバルで調達活動を推進しており、集中購買と分散購買のそれぞれの利点を活用しつつ、海外の製

造工場では、最適調達を目的とした現地調達もおこなっています。

当社では、調達部門が中心となって取引先管理を担い、品質、技術、価格、納期などに加えて、環境、社会、ガバナ

ンスや改善姿勢などの持続可能性の観点も、取引における条件として確認・調査をしています。

特に当社の製品製造に関わる部材や加工、設備などを納入いただくお取引先さまを重要サプライヤーと位置付

けており、これらのお取引先さまには、上記の当社取引先管理の観点に基づいた定期評価を毎年実施し、A～D

でランク分けをして、このフィードバックをもとに継続的な改善を促しています。

取引先管理

•  公正、透明、自由な競争ならびに合理性に基づく適正な価格での取引をおこないます。

•  調達に関する法令等を遵守するとともに、責任ある調達を促進します。お取引先さまの選択
には、品質、技術、価格、納期、CSR・サステナビリティの取り組みのほか、継続的な改善に取
り組む姿勢を総合的に判断します。

•  地球環境により優しいものを調達することを目指し、グリーンサプライヤー制度の推進を図
ります。

• お取引先さまは良きパートナーであり、相互信頼を深め、相互発展を目指します。
行動指針

お取引先さまとのカーボンニュートラル交流会

チェックシートによる調査結果
（2023年度調査）

国・地域別調達金額構成比率 重要サプライヤーからの買い入れ比率 重要サプライヤーのレベルごとの比率
（2023年度定期評価結果）

CSR・サステナビリティ調達



取締役の在任年数※

平均

4.8年

64％ 36％

66.5歳
平均

8～10年
1名

11年以上1名

社内

4名
独立社外

女性・外国籍

7名

7名

4名

3年以下

5名

70歳以上

5名

61～69歳

6名

4～7年

4名

年齢

取締役会の
独立社外取締役比率

女性・外国籍
取締役比率

※取締役就任以前に監査役を務めていた取締役については、
　取締役および監査役としての在任年数を通算しています。

指示

選任・解任・監督

選任・解任

監査

連携

諮問・答申

内部監査部門

報告

会計
監査

業務執行部門（本社機能・各カンパニー・各本部）・各グループ会社  

連携

監査
監督

監査

監査等
委員会室

 

業務執行

取締役
（監査等委員以外）

取締役
（監査等委員）

会計監査人

選任・解任 選任・解任

リスクマネジメント委員会

コンプライアンス委員会

全社品質委員会

ITセキュリティ委員会

環境委員会

安全衛生委員会

各専門委員会

指示

連携

取締役会室 

指示

執行役員・
カンパニー

プレジデント会

監督

諮問・答申

報告

執行役員

指示

経営会議

戦略 投資人財

株主総会

指名委員会3

報酬委員会4

社内  社外  

取締役会1 監査等委員会2

CSR・サステナ
ビリティ委員会

社長執行役員

5

人権分科会
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当社は、「私たちは、相互信頼を深め、未来を見つめた新たな価値を提案し、世界の人々に貢献します」をスローガンとする企業理念のもと、中長期的な企業価値の向上を目指す経営を推進するため、コーポレート・ガバナン

ス体制を構築し、その充実に取り組んでいます。そして、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などの各ステークホルダーに対して、公正で透明性の高い経営をおこないながら信頼関係を築くとともに、効率的で健全な経営

により持続的な成長を果たすため、経営体制および内部統制システムを整備・運用していくことを、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。

当社は、取締役会における経営方針・経営戦略に関する議論の一層の

充実と監督機能の強化、経営の意思決定および執行のさらなる迅速

化を目的として、監査等委員会設置会社を選択し、監査等委員会設置

会社の枠組みの中で各機関を設置しています。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンスハイライト（2024年6月25日現在）

コーポレート・ガバナンス体制図（2024年6月25日現在）

▶ P.62①～⑤：詳細は

コーポレート・ガバナンス



● 従業員執行役員制度の導入
● 役員階層の統廃合

● 社外取締役の選任

● コーポレート・ガバナンスに関する
報告書を発行

● 独立役員選任基準の策定
● 取締役会の実効性評価を開始

● 業績連動型
株式報酬制度の

指標に非財務指標
を追加

● 取締役の
3分の1を

社外取締役へ
● 社外取締役を
2名に増員

● 社外取締役を
3名に増員

● 指名・報酬委員会の設置
● 業績連動型株式報酬制度の導入

● 監査等委員会
設置会社に移行

● 取締役の過半数
を社外取締役へ

● 取締役の員数を25名以内から
13名以内へ減員

● 執行役員制度の導入

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023
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主要機関の概要

ガバナンス態勢の推移

①取締役会 ②監査等委員会 ③指名委員会 ④報酬委員会 ⑤CSR・サステナビリティ委員会

目的

経営の基本方針や中期経営戦略などの
経営上の重要な事項の審議・決定をする
とともに、代表取締役社長などからの報
告を受けることにより経営陣による業
務執行状況や内部統制整備状況の監督
をおこないます。

職務執行を監査・監督します。また、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く）の指名および報酬等について、監査等委員
による指名委員会および報酬委員会への陪席などを通じて
その妥当性・適切性を確認し、意見形成をおこないます。

取締役および執行役員の指名について
の合理性および透明性を確保するため、
株主総会に付議する取締役選任議案、代
表取締役および役付取締役の選定・解職、
執行役員の選解任等に関して、取締役会
の諮問を受け審議・答申をおこないます。

取締役および執行役員の報酬決定についての
合理性および透明性を確保するため、取締役（監
査等委員である取締役を除く）および執行役員
の報酬に関する方針等やそれらの取締役およ
び執行役員の報酬案の妥当性に関して、取締役
会の諮問を受け審議・答申をおこないます。

当社グループのサステナビリティ経営
を推進するため、ESG（環境・社会・ガバ
ナンス）の各分野で優先的に取り組む課
題の解決に向けて、取締役会の諮問を受
け審議・答申・提言をおこなうとともに、
各専門委員会の活動を監督します。

議長・委員長 取締役会長　尾堂 真一 常勤監査等委員　磯部 謙二 （2024年6月25日より） 取締役会長　尾堂 真一 取締役会長　尾堂 真一 社外取締役　髙倉 千春

構成 取締役11名（うち社外取締役7名） 監査等委員である取締役4名（うち社外取締役3名）
代表取締役3名
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）4名
※監査等委員である取締役4名も陪席

代表取締役3名
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）4名
※監査等委員である取締役4名も陪席

社外取締役　髙倉 千春
取締役副社長　松井 徹
上席執行役員　鈴木 啓司、小林 建司

開催数 2023年度開催実績：13回 2023年度開催実績：12回 2023年度開催実績：4回 2023年度開催実績：1回 2023年度開催実績：10回

2023年度の
具体的な
活動状況

2023年度は、法令・定款に定める決議事
項等の定例的な事項のほか、中期経営計
画の進捗状況、重要な投資案件、個別事
業の事業戦略・成長戦略、サステナビリ
ティ課題への取り組み、グループガバナ
ンス、リスクマネジメント、株主・投資家
との対話および取締役会の実効性等に
ついて、審議をおこないました。

2023年度は、監査等委員会での審議や各監査等委員の取締
役会への出席に加え、取締役・執行役員・事業部門長・内部統
制部門の責任者等との面談、内部監査部門との定期連絡会や
共同での監査活動を実施しました。また、常勤監査等委員は、
CSR・サステナビリティ委員会や経営会議などの重要な会議
体への出席、決裁書類の閲覧、グループ会社監査役との定期
連絡会などを通じて、内部統制の有効性や業務執行状況を確
認し、監査等委員会において報告をおこないました。

2023年度は、取締役会からの諮問に基
づき、主に、取締役会の構成、株主総会
に提出する取締役の選任に関する議案
の内容、代表取締役および役付取締役の
選定ならびに執行役員の選任について、
審議・答申をおこないました。

2023年度は、取締役会からの諮問に基づき、主
に、会社業績・個人業績の評価およびそれらに
基づく取締役（監査等委員である取締役を除
く）・執行役員（雇用型執行役員を除く）の個人
別の報酬内容ならびに取締役（監査等委員であ
る取締役を除く）の報酬等の内容の決定方針の
改定について、審議・答申をおこないました。

2023年度は、サステナビリティ経営の
在り方、サステナビリティの「自分事化」
推進施策、優先的に取り組む課題、人権
ガバナンス体制、従業員のWell-being、
各専門委員会の活動状況について審議・
議論をおこなったほか、委員会の知見・
視座を高めることを目的として外部有
識者を招いた講演を実施しました。

コーポレート・ガバナンス
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取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率

などの改善を図るべく以下の役割を担っています。

取締役会が備えるべき経験・知識・専門性につきましては、当社グループの事業内容や経営体制を踏まえ、経営上の重要な意思決定および業務執行の監督の観点で基本となる分野、ならびに、中期経営計画の実現に向けて特

に注力して推進・監督が必要となる分野として特定した上で、 多様性も考慮しながらバランスよく取締役を配置しています。取締役会が備えるべき経験・知識・専門性は、当社の経営方針や外部環境等の変化に応じて適宜見

直しをおこなうものとしています。なお、見直しに際しては、取締役会の諮問委員会である指名委員会で審議の上、取締役会で決定します。

当社は持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、専門知識や経験などのバックグラウンドが異なる多様な人財

で取締役会を構成することが重要であると考えており、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面も含む多様性を考慮した上で、

豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人財でその時々の事業環境によってバランスよく構成することとしています。

また、取締役会の過半数を当社とは異なる環境で培われた経験や専門知識を有する社外取締役で構成し、取締役会の監督機

能を強化するとともに、多角的な視点から議論をおこなうことで、意思決定の透明性および客観性の確保に努めています。

なお、当社は人種、民族性、国籍、出生国もしくは文化的背景などを理由に取締役候補の対象外とすることはありません。

取締役会の役割と構成

取締役のスキル・マトリックス

• 経営の基本方針や中長期的な経営戦略などの経営上の重要な事項の審議・決定
• 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備
• 独立した客観的な立場からの経営陣に対する実効性の高い監督

取締役のスキル・マトリックス※1

氏名 地位 独立性

経験・知識・専門性 各委員会の構成

企業経営 財務・会計
ガバナンス・法務・

リスクマネジメント
グローバル

経験
技術・研究開発

営業・
マーケティング

新規事業・
M&A

人財開発・人事 IT・DX SCM
指名委員会 報酬委員会

CSR・
サステナビリティ

委員会※4※2 ※3

尾堂 真一 代表取締役会長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

川合 尊
代表取締役社長
社長執行役員

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

松井 徹
代表取締役副社長
副社長執行役員

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

土井 美和子 社外取締役 ● 〇 〇 〇 〇 〇

髙倉 千春 社外取締役 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三村 孝仁 社外取締役 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

真茅 久則 社外取締役 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇

磯部 謙二 取締役 常勤監査等委員 〇 〇 〇 陪席 陪席

永冨 史子 社外取締役 監査等委員 ● 〇 陪席 陪席

Christina L.
Ahmadjian

社外取締役 監査等委員 ● 〇 〇 〇 〇 陪席 陪席

内山 英世 社外取締役 監査等委員 ● 〇 〇 〇 〇 陪席 陪席

※1 上記スキル・マトリックスは、各取締役に特に期待する分野を表しており、各取締役の有するすべての知見・経験を表すものではありません。　※2 経営上の重要な意思決定および業務執行の監督の観点で基本となる分野 
※3 中期経営計画の実現に向けて特に注力して推進・監督が必要となる分野　※4 CSR・サステナビリティ委員会は「〇」の取締役のほか、上席執行役員の鈴木啓司および小林建司を委員として構成しています。

コーポレート・ガバナンス
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当社は、取締役会の監督機能を高めるとともに、多角的な視

点からの議論を通じて意思決定の透明性および客観性の確

保をするため、取締役の過半数を社外取締役とし、豊富な経

験、高い見識、高度な専門性を有する多様な人財で取締役会

を構成します。また、当社は社外取締役全員を独立役員とし

て指定し、（株）東京証券取引所および（株）名古屋証券取引所

へ届け出ており、その指定にあたっては、当社の経営陣およ

び主要株主との間に特別な関係がなく、一般株主との利益相

反が生ずるおそれのないよう、会社法で定められた社外取締

役の要件および金融商品取引所が定める独立役員の独立性

基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、こ

れらすべてを満たす者を独立役員に指定することとしてい

ます。社外取締役は、取締役会や任意の諮問委員会に出席し、

独立した立場から会社の重要な意思決定に関与することで

監督機能を担うとともに、取締役会において中長期的な経営

方針の策定や進捗状況の確認をおこなう際には、各社外取締

役が有する豊富な経験・見識に基づき大局的な観点から助言

をおこないます。

また、監査等委員である社外取締役は、その独立性や専門知

識に基づき監査・監督機能を担います。

取締役会は、将来の最高経営責任者をはじめ

とする経営を担う人財の発掘と育成を目的

としたサクセッションプランの策定・運用に

主体的に関与し、十分な時間と資源をかけて

計画的に後継者の育成がおこなわれている

かの監督をしています。

社外取締役の役割および独立性

サクセッションプラン

役職 氏名 選任理由
2023年度出席状況

取締役会 監査等委員会

社外取締役 土井 美和子

情報通信分野における研究者としての豊富な経験および卓越した実績を有し、現在も研究機関や大学で先端技術
の研究に携わっています。当社においては、その経験・見識等に基づき、社外取締役として当社経営陣による業務
執行の監督および経営陣への助言をいただいていることから、引き続きその役割を果たしていただくことを期待し、 
社外取締役に選任しています。

13回／13回 －

社外取締役 髙倉 千春

組織構築・人財開発分野のコンサルタント経験や、国際的な製薬企業をはじめとする幾多のグローバル企業におけ
る人事部門の要職経験を通じ、組織開発・人財開発に関する豊富な経験および知見を有しています。当社においては、
その経験・見識等に基づき、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督および経営陣への助言をいただい
ていることから、引き続きその役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役に選任しています。

13回／13回 －

社外取締役 三村 孝仁

事業会社において事業責任者や取締役会長を歴任するなど、長年に亘り執行と監督の両面から経営に携わり、企業
経営やコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しており、また、医療機器ビジネスや海外市場の開拓に長
年従事し、医療機器分野やグローバル事業に関する豊富な経験を有しています。当社においては、その経験・見識
等に基づき、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督および経営陣への助言をいただいていることから、
引き続きその役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役に選任しています。

10回／11回※ －

社外取締役 真茅 久則

事業会社において経営企画部門・事業部門の要職を歴任し、長年に亘り事業変革やM&Aに携わるとともに、代表
取締役社長・CEOとして事業環境の変化へ対応するための体制構築を牽引するなど、グループ経営やグローバル
な事業運営に関する豊富な経験と高い知見を有していることから、これらの経験・見識等に基づき当社経営陣によ
る業務執行の監督および経営陣への助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しています。

－ －

社外取締役
監査等委員 永冨 史子

長年に亘り弁護士として培われた専門的な知識および豊富な経験を有しており、その専門的な知識・経験等を活か
して、監査等委員である社外取締役として経営全般に対する監査および監督をいただくとともに、経営全般に対し
て適宜適切な提言をいただいていることから、引き続きその役割を果たしていただくことを期待して、監査等委員
である社外取締役に選任しています。

12回／13回 12回／12回

社外取締役
監査等委員

Christina L.
Ahmadjian

企業経営、コーポレート・ガバナンスおよび組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識、また、数多くの企
業において社外取締役として経営に関与した経験に基づき、監査等委員である社外取締役として経営全般に対す
る監査および監督をいただくとともに、経営全般に対して適宜適切な提言をいただいていることから、引き続きそ
の役割を果たしていただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しています。

12回／13回 12回／12回

社外取締役
監査等委員 内山 英世

長年に亘り公認会計士として培われた専門的な知識および豊富な経験を有しているとともに、監査法人及びグロー
バル・コンサルティングファームの経営者としての豊富な経験を有しており、その知識・経験等に基づき監査等委
員である社外取締役として経営全般に対する監査および監督をいただくとともに、経営全般に対して適宜適切な
提言をいただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しています。

－ －

※2023年6月27日社外取締役就任以降に開催された取締役会を対象としています。

人財発掘・育成施策の内容

2023年度は、経営陣を対象として、次期経営チーム（経営会議メンバー）を担う人財が経営に必要となるコンピ

テンシーや視点視座を養うことを目的とした経営人財育成プログラム「経営スパーリング道場」を実施しました。

本プログラムは、経営者として求められる姿勢や思考の情勢はもちろんのこと、経営者として備えるべき知識（ESG、

サイエンス、地政学などを含む）について習得することを目的としています。

また、グローバル次世代経営人財育成プログラム「HAGI」や選抜型研修「日特ビジネススクール」を通じて、次世

代の経営を担う人財の発掘・育成に継続的に取り組んでいます。

取締役会の具体的な関与の内容

指名委員会を通じてサクセッションプ

ランの運用状況を確認するほか、経営

人財育成プログラムに代表取締役をは

じめ、社外取締役も講師やオブザーバー

として参加するなど積極的に人財育成

に関与しています。

コーポレート・ガバナンス



実効性評価の実施方法

取締役に対するアンケートを実施

● 取締役会の構成と運営
● 経営戦略と事業戦略の審議
● 企業倫理とリスク管理
● 業務モニタリングと経営陣の
評価・報酬

● 株主・投資家との対話

アンケート項目

取締役会で評価を実施

課題の確認

課題への対応方針検討
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当社は、取締役会が期待される機能を適切に果たしているかを検証し、その実効性の継続的な向上を図るため、毎年、取締役会の実効性の評価を実施しています。

2023年度においては、取締役会の構成と運営、経営戦略等の審議、業務執行の監督状況などを評価項目とするアンケートを取締役に対し実施し、アンケート結果等をもとに取締役会の実効性評価を実施しました。

取締役会の実効性評価

2023年度の
評価結果概要

当社の取締役会の実効性は十分に確保されていることが確認され、特に以下の項目について効果的な取り組みが実行されていることを確認しました。

  取締役会と業務執行を担う経営陣の役割・機能が明確化されており、取締役会は、その役割・機能を果たす上で必要な知識、能力、経験ならびに多
様性が確保されたメンバー構成となっている。

  取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮や人権の尊重などのサステナビリティを巡る課題への対応が、中長期的な企業価値向上の観
点から重要であると認識しており、適切に構築された体制のもと、経営陣が課題への対応に能動的に取り組んでいることを確認している。

  取締役会は、当社グループの適切なコンプライアンスの確保とリスクテイクの裏付けとなる内部統制やリスク管理体制を適切に構築しており、
内部監査部門、サステナビリティ委員会やその傘下の各専門委員会を通じてその運用状況を監督している。

  経営陣の選解任の判断を適切におこなうため、指名委員会において、経営陣の業務執行が持続的な成長と企業価値の観点からおこなわれている
かについて適切に評価されている。

  取締役会は、取締役会の実効性評価で把握された重要な課題について適宜改善の施策を打ち、実効性の向上に努めている。

2022年度評価 2023年度評価

認識した
課題

  中長期的な経営戦略に関する取締役会における議論にあたっての
情報提供や説明内容の改善

  取締役会や指名委員会による経営陣のサクセッションプランに対
する監督の強化

認識した
課題

  人的資本への投資・人財戦略に関するより深い議論の実施

  取締役会における説明資料・説明内容の一層の改善（継続課題）

  サクセッションプランの全体像や進捗の定期的な報告・議論の
実施（継続課題）

課題への
対応状況

「中長期的な経営戦略に関する取締役会における議論にあたっての情
報提供や説明内容の改善」については、中長期戦略に影響のある重要
案件の審議にあたり十分な情報提供と審議時間を確保するため、検
討段階から最終決定に至るまで複数回に亘り取締役会で議論しまし
た。また、新たにオフサイトミーティングを実施し取締役間で中長期
戦略等について議論をおこなったほか、重要な取締役会付議事項に
ついての社外取締役に対する事前説明、中期経営計画の進捗状況報
告を継続的に実施しました。

「取締役会や指名委員会による経営陣のサクセッションプランに対す
る監督の強化」については、指名委員会の委員である社外取締役によ
る経営人財育成プログラムの傍聴や執行役員の昇格審査プロセスへ
の関与を通じて、経営人財の育成状況を確認する機会を設けました。

課題への
対応方針

今回の実効性評価では、次期中期経営計画や持株会社体制移行
などの経営上の重要な方針・戦略の検討を進める中で、これらと
連動した人的資本への投資・人財戦略についてより深い議論が
必要であることが課題として挙げられました。今後、取締役会に
おいて、次期中期経営計画の検討と連動させながら、人的資本へ
の投資・人財戦略をテーマとした議題を設定し、議論を実施する
ことを予定しています。
また、昨年度の課題については、更なる改善に向け継続課題とし
ています。取締役会における審議内容の充実と運営効率化を図
るための取締役会資料のフォーマットの見直しや、指名委員会
におけるサクセッションプランの全体像や進捗について報告・
議論するための議題の設定などの施策を通じて対応します。

コーポレート・ガバナンス
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基本方針
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）および執行役員に対する報酬等は、中長期的な業績の向上と企業

価値増大への貢献意識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「固定報酬」

および単年度の会社業績達成度などに連動する「賞与」ならびに役位および中期経営計画などで掲げる業績目標の達成度など

に応じて当社株式を交付する「業績連動型株式報酬」から構成されています。なお、監査等委員である取締役および社外取締

役に対する報酬等は「固定報酬」のみとしています。

また、当社は取締役会の諮問機関として「報酬委員会」を設置しています。取締役（監査等委員である取締役を除く）および執

行役員の報酬等に関する方針や手続き、制度内容および各取締役（監査等委員である取締役を除く）・執行役員への報酬案の妥

当性を審議し、取締役会へ答申することで、取締役の報酬等の決定に対する合理性および透明性を確保しています。2023年

度においては、「報酬委員会」を1回開催しています。

賞与の決定方針
賞与は、役職別の基準額に、営業活動の成果を反映する連結売上収益および連結売上収益営業利益率などの会社業績達成度の

定量目標や、従業員エンゲージメントの向上を反映する指標である従業員満足度、個人業績に係る定性的な評価を加味して、

総合的に勘案した上で決定されます。賞与の額の算定に用いる会社業績に関する指標は、会社業績との連動性の確保および業

績向上への貢献意識を高めることを目的として、営業活動の成果を反映する連結営業利益としており、過去事業年度に対する

当事業年度の連結営業利益の増減率および個人業績に係る定性的な評価に応じて賞与の額を算出します。

業績連動型株式報酬制度
当社は、役員報酬と当社株式価値との連動性を明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高め、

株主の皆さまと利害を共有することを目的に、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）および執行役員（雇

用型執行役員を除く）を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しています。

本制度では、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託を採用し、中期経営計画の期間を対象期間として、役位や中期経営計

画などの業績目標の達成度などに応じて、あらかじめ報酬委員会の審議を経て取締役会で決定する株式交付規程に定める算

定方法に従ってポイントを付与し、対象期間終了後に、付与された合計ポイント数に応じて当社株式および当社株式の換価処

分金相当額の金銭を交付または給付することとしています。

目標達成度を評価する指標は、単年度業績目標、中期業績目標および非財務指標目標に基づき設定しており、単年度業績目標

については、営業活動の成果を反映する連結売上収益および連結営業利益、中期業績目標については、中期経営計画の目標と

して掲げている連結売上収益、連結営業利益および投下資本に対して効率的に利益を獲得したかを図る指標であるROIC、非

財務指標目標については、持続的な成長および企業価値向上への取り組みの成果を反映し、事業ポートフォリオ転換を促進す

るため、非内燃機関事業売上比率およびCO2排出量削減率をそれぞれ指標としています。

役員報酬

役員報酬の種類と内容

（注1） 賞与および業績連動型株式報酬の総額は、それぞれ2023年度に費用計上した金額を記載しています。
（注2） 上記には第123回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役（監査等委員である者を除く）1名に対する報酬を含んでいます。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数（2023年度）

固定報酬 賞与 業績連動型株式報酬

報酬の内容

役位、職責に応じて他
社水準、当社の業績、
従業員給与 の 水準 も
考慮しながら、総合的
に勘案した上で決定
し、毎月現金で支給。

役職別の基準額に、会社業績目標の
達成度 の 定量目標 や、従業員 エ ン
ゲージメントの向上を反映する指標
である従業員満足度、個人業績に係
る定性的な評価を加味して、総合的
に勘案した上で決定し、毎年、一定
の時期に現金で支給。

役 員 報 酬 BIP（Board Incentive 
Plan）信託を採用し、役位や中期経
営計画等の目標達成度等に応じて、
制度対象期間終了後に、当社株式
および当社株式の換価処分金相当
額の金銭を交付または給付。

業績目標
達成度の
評価に

用いる指標

－

  過去事業年度に対する当事業年度
の連結営業利益の増減率
  従業員満足度
  個人業績に係る定性的な評価

単年度業績目標 ：  連 結 売 上 収 益、
連結営業利益

中期業績目標 :  連結売上収益、連結
営業利益、ROIC

非財務指標目標 :  非内燃機関事業
売上比率、CO2排
出量削減率

支給率の
決定

－
会社業績目標の達成度や個人業績に
係る評価に応じて0 ～200％の範囲
で決定。

各指標の達成度が100％の場合に、
固定部分：業績連動部分＝3：7 （う
ち非財務指標2）になるように設定。
業績連動部分は、各指標の達成度
に応じて0～200％の範囲で決定。

対象 取締役、執行役員
取締役（監査等委員である取締役お
よび社外取締役を除く）、執行役員

取締役（監査等委員である取締役お
よび社外取締役を除く）、執行役員

（雇用型執行役員を除く）※

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 賞与
業績連動型
株式報酬

取締役（監査等委員である者を除く）
（うち社外取締役）

473
（62）

296
（62）

131
（－）

44
（－）

8
（5）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

93
（46）

93
（46）

－ －
4

（3）

※雇用型執行役員に対しては株式付与ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託を採用しています。

報酬支給割合のイメージ

重要業績評価指標を
100％達成の場合

固定報酬
60％

賞与
25％

業績連動型
株式報酬
15％

コーポレート・ガバナンス



（億円）

※金額は各年度末時点の貸借対照表上の合計額
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監査等委員会室の設置

監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、専属のスタッフを5名配置しています。監

査等委員会室スタッフは監査等委員の指示を受け、社内との連絡・調整および必要な情報の収集・提供をお

こないます。なお、監査等委員会室は監査等委員会の指揮命令下に置き、指揮命令に関して取締役（監査等

委員である取締役を除く）、執行役員および使用人からの独立性を確保するとともに、スタッフの異動、評

価などをおこなう場合には事前に監査等委員会の同意を要することとしています。

内部監査部門との連携

監査等委員会は内部監査部門と定期的あるいは随時の会合を開催し、監査方針・監査計画・監査実施状況な

どの情報交換をおこない、緊密な連携を図っています。とりわけ常勤監査等委員および監査等委員会室と

内部監査部門は月次の会合を開催し、相互の連携を強化しています。また、必要な場合には、内部監査部門

による監査に監査等委員あるいは監査等委員会室スタッフが立ち会い、さらに内部監査部門は監査等委員

会の求めに応じて調査・報告等をおこないます。

取締役会での審議内容の充実や監督機能の強化、取締役会の過半数を構成

する社外取締役へのサポートや情報提供の充実を図ることを目的に、取締

役会の運営をサポートする専任の組織として、取締役会室を設置しました。

取締役会室は、取締役会議題の整理・選定、年間スケジュールの策定、関係部

門との連携等のほか、社外取締役を対象とした取締役会議題の事前説明会

や就任時のオリエンテーション、取締役会実効性評価の運営等を通じて、取

締役会の円滑な運営と実効性向上をサポートしています。なお、取締役会室

は指名委員会・報酬委員会も担当し、両委員会の運営をサポートしています。

監査等委員会の機能強化

政策保有に関する方針

当社は、お取引先さまなどとの継続的かつ安定的な取引関係の維持・強化を基本にしつつ、中長期的な経済合理性を検証の

上、当社の企業価値向上に繋がると判断する株式を保有することとしています。この保有に関しては、毎年、取締役会にて

個別の政策保有株式について資本コストと中長期的なリスク・リターンとの比較などを踏まえた保有の合理性および企業

価値向上の観点から効果の検証をおこない、継続保有に該当しないとの判断に至る場合は、適宜市場動向を見ながら売却

します。なお、2023年度末時点で保有する政策保有株式（上場株式）は9銘柄310億円（時価ベース）で、資本合計の4.9％です。

議決権行使の基準

保有株式の議決権の行使については、保有先および当社の企業価値向上に資するものであるかどうかといった観点から議

案ごとに賛否を判断します。特に、役員選任議案、剰余金処分議案および株主価値に大きな影響を与える議案については、

議決権行使基準に基づき議決権を行使します。

政策保有株式

取締役会室の設置
当社は、グローバルに拡大する事業環境に対し、自動車関連事業に関しては、より市場に近い拠点でスピーディーかつ正確な経営判断

を下すため、RHQ（リージョナルヘッドクォーター）に現地採用の執行役員を配置し、独自のガバナンスチームを配置することにより、

グループ全体として適切な「自立分権」システムを推進しております。またその他の事業に関しては、2024年度よりグローバル戦略本

部内にグループ会社統括室を新設して国内外の各グループ会社の統括管理をおこなうこととし、事業規模に応じたグローバル全体での

ガバナンス強化への取り組みを進めています。

また、業務執行から独立した立場で、当社グループのガバナンスの有効性を監査することを目的として、グローバルグループガバナン

ス本部を設置しています。グループ会社およびRHQに対する経営監査、各部門における主管業務に対する業務監査、グループ会社全体

の内部統制向上のための施策立案および実行といった業務を遂行することで、グループ全体でのガバナンス強化の一端を担っています。

グループガバナンス

政策保有株式（上場株式）の保有状況

コーポレート・ガバナンス
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ガバナンス強化の重要性の高まりを受けて

　企業を取り巻く環境が大きく変わる中、コーポレート・ガバナ

ンス強化の重要性が年々、高まりを見せています。

　Niterra グループでは、中長期的な企業価値の向上を目指す経

営を推進する上で、さまざまなステークホルダーに配慮し、公正

で透明性の高い経営によって信頼関係を構築し、効率的で健全な

経営体制および内部統制システムの整備・運用をおこなうことを、

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。

　私は2011年に代表取締役社長、2016年に代表取締役会長兼代

表取締役社長、2019年に代表取締役会長に就任し、現在に至るま

で当社のガバナンス体制の強化に取り組んでまいりました。

　民間企業で経営者のキャリアを積んだ方に社外取締役に就任し

ていただいたのが2013年のことです。ここを起点に、取締役会の

雰囲気が徐々に変わりました。議題に関して意見を求めると、社

内の執行側の人間とはまったく違う視点から答えが返ってくる。

目から鱗の意見が飛び出し、新しい発見の連続でした。

透明性が高いガバナンス体制へ進化

　そこから年々ガバナンス強化を推進し、社外取締役の人数も

2014年には2名、2016年には3名と増やしていきました。2020

年には取締役の3分の1を社外取締役とし、2022年からは取締役

の過半数を社外取締役が占めています。あわせて取締役会におけ

る経営方針・経営戦略に関する議論の一層の充実と監督機能の強

化、経営の意思決定や執行の更なる迅速化を目的に、監査等委員会

設置会社に移行しました。こうした取り組みを経て、一定の透明

性が担保されたガバナンス体制が構築されたと考えています。

　2024年６月の株主総会後の体制では、取締役11名中、独立社

外取締役が7名であり、また、女性取締役は4名（うち1名は外国籍

取締役）います。経営陣の監督機能を重視する、いわゆるモニタリ

ング・ボードへの移行に付随し、多様性も向上しつつあります。女

性比率などの形式にこだわっているわけでなく、多様性を重視す

る中で、結果として今の形になっているのが当社のガバナンス体

制の実態です。

　また、取締役会はマネジメント・ボードからモニタリング・ボー

ドへというのが現在の潮流ですが、「コーポレートガバナンス・コー

ド」の原則などを入り口に、ガバナンスの在り方には決まった正

解があるわけではありません。

　例えば、欧米企業では監督機能を重視するモニタリング・ボー

ドのもと、CEO 以外はほぼ社外取締役が占める、あるいは社外か

ら経営者を雇用するケースも多く見られます。そのようなケース

も参考にはしつつ、視点の長さや現状のメリットも踏まえ、それ

ぞれの会社の今後の方向性に合ったやり方で適正化を進めていく

べきでしょう。

　私自身、最高執行責任者である社長には執行に注力し、単年度

あるいは3か年といった短期的・中期的目標の達成に全力を尽く

してもらい、取締役会長として、より長期スパンで会社経営を考え、

執行側が担う短期的・中期的目標と長期的な目標との整合性を意

識し、齟齬が生じないよう監督することに専念しています。

既存事業の方針決定や新規事業創出に向けた審議

　当社グループでは、主軸製品である自動車の内燃機関部品の需

要が、2030年代半ばにはピークアウトを迎えるというシナリオ

のもと、既存事業の効率化によるキャッシュ創出の最大化と非内

燃機関事業としての新規事業の創出に取り組んでいます。

　事業ポートフォリオの最適化を迫られる重要な局面にあって、

近年、取締役会の主な役割の一つとして、経営の基本方針や中長

時代の変容に合わせ、Niterraグループに適したコーポレート・ガバナンス体制と
その強化を図り、企業価値向上を実現していきます
代表取締役　取締役会長  尾堂 真一

取締役会長メッセージ
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期的な経営戦略などの経営上の重要事項に関する審議に注力して

います。

　2023年度の取締役会についても、まさに既存事業と新規事業

の両輪をいかに回していくかが焦点となり、既存事業の方向性や

新規事業創出に向けた投資案件を中心に討議されました。

　その中で、既存事業については、スパークプラグ事業および排

ガス用酸素センサに関する事業譲受けに向けた検討開始という大

きな決定もおこないました。

　今後は新規事業創出についての議論が加速していくでしょう。

コア技術を活かしながら、いかに社会的課題の解決に貢献する事

業を育てていくか。現在、進めている中期経営計画（以下、中計）は

2024年度が最終年度です。新中計に向けて、新規事業については、

今後はより確度の高い領域に集中し、実現性を高めていくべく、

社外取締役の方々からも意見をいただきながら、議長として建設

的な議論の場を作っていきたいと考えています。

取締役会以外にも自由な議論の場を創出

　当社の取締役会の特徴として、社内・社外に関係なく闊達に意

見が交わされ、審議されることが挙げられます。取締役会に参加

する全員が、自分の専門分野を踏まえての提言はもちろん、専門

分野以外でも積極性を持って意見を交わし、議論を通じてよりよ

い結論に結び付けようという姿勢がうかがわれます。

　2023年度においては、一度、決議にあたって賛成・反対が拮抗

するようなこともありました。決議事項に限らず、報告事項にお

いても、近年は違った視点からの反対意見が提言されるケースが

増えている印象です。反対意見や反対票が出てくるのは、社外取

締役が意見を述べる際の心理的安全性が担保された健全な場に

なっているということだとポジティブに捉えています。

　さらに、取締役会議題の高度化や複雑化が進む中、事前の理解

を進め、議論を活性化していくために、2022年より社外取締役向

けの事前説明会の場も設けています。そこでさまざまな意見や疑

問が出されることで、取締役会でのさらに深い議論の実現に繋がっ

ています。同時に、説明を担当する執行側の責任者のトレーニン

グの場にもなっているようです。

　加えて、取締役会以外の場で自由に意見を言い合えるオフサイ

トミーティングの場も設けています。次期中計についても、現在

内容の検討を進めるフェーズにありますが、骨子など早い段階か

ら社外取締役の意見を交え、議論を尽くしていくプロセスを取っ

ています。今後、当社グループとして事業ポートフォリオの適性

化を実現するために、次期中計の内容はそのカギを握る重要な位

置付けにあります。同時に、その実行のためにはどういった人財

が必要かなど、人財戦略・人的資本投資の在り方についても、議論

を深めていきたいと考えています。

　また、取締役会やオフサイトミーティングでの議論の充実に加え、

ガバナンス強化に向けて注力しているのが、取締役トレーニング

の充実です。特に、新任社外取締役に対しては、当社グループの理

解を踏まえてもらうための研修プログラムを組み、歴史や組織風土、

具体的な事業などについてレクチャーするほか、工場や現場を見

ていただく機会も設けています。また、私自身が海外の拠点に行

く際には、できるだけ社外取締役もお誘いしています。

　コロナ禍の期間、しばらく実施できていませんでしたが、当社

グループへの理解を深めた上で議論に参加し、その多様な視点を

活かしていただくためにも、今後、こうした場を増やしてまいり

ます。

取締役会室を新たに設置、
ガバナンス体制のさらなる進化へ

　新たな動きとしては、2024年4月、取締役会の円滑な運営の支

援強化を目的に、取締役会室を設けました。これまで秘書室の傘

下にあった取締役会事務局機能について、執行側からの分離を図

り、中長期戦略を議論する際の議題調整や、取締役トレーニング

をはじめとした取締役会運営支援を専門的におこなう部門とし、

取締役会の実効性向上に繋げることを目的としています。取締役

会室の機能については、社外取締役からも意見をいただきながら、

今後も充実させてまいります。

　自動車産業が100年に1度の大変革の時代に突入し、当社グルー

プがこれまでとは違う事業領域に挑戦していく中で、グループ統

治の在り方も変わっていくでしょう。現在、持株会社体制への移

行に向けた検討も開始しています。こうした事業環境や組織体制

の変化に合わせ、ガバナンスの在り方も議論すべきテーマも進化

させていくことが求められていくでしょう。

　今後も当社グループの持続的成長に向け、取締役会は中長期的

な戦略に基づいて執行側を監督し、株主・投資家をはじめとする

ステークホルダーの皆さまへの説明責任をしっかりと果たして

まいります。そのために適切なガバナンス体制の構築、取締役会

での透明性ある活発な議論をリードしてまいります。

取締役会長メッセージ
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長期ビジョンの実現に向けた、
事業ポートフォリオの変革を後押しします

社外取締役としての役割、現在のガバナンス態勢について

安井　まず全般的なことで申し上げますと、当社は2年前、監査等

委員会設置会社に移行しています。取締役会については、業務執

行の意思決定を主な役割とする、いわゆる「マネジメントボード」

から、監督機能に特化する「モニタリングボード」に移行する過程

にあると捉えています。取締役会がモニタリングボードとして十

分な機能を発揮できるようになるまでには、解決すべき課題がま

だ多くあります。一方で、取締役が取締役会以外の場で自由に意

社外取締役　監査等委員

安井 金丸
社外取締役　監査等委員

永冨 史子
社外取締役　監査等委員

クリスティーナ アメージャン

見が言い合える場としてオフサイトミーティングを設けたことや、

取締役会での議論の質を高めるため、議案の事前説明を実施する

など監督機能発揮に向けて効果的な取り組みもなされています。

永冨　当社のガバナンスは時代の変化に応える形で進化を遂げて

きており、これまでのガバナンス改革を通じ、骨格についてはほぼ

出来上がっている状態だと思います。これから進めていかなけれ

ばならないことは、「意識改革」と「運用体制の高度化」と感じてい

ます。今後は、「本質的な議論」をすべき案件をあらかじめ年間計画

のような形で決めておき、それを確実に進めていくなど、改善に向

けた工夫も必要です。

取締役会の実効性向上に向けて

安井　監査等委員会設置会社に移行してからの2年間で変わって

きた部分はもちろん多くありますが、これまでの慣習で、細かい業

務執行について報告・審議されることがまだまだあります。経営戦

略など、より大局的かつ中長期的な議論を増やしていくことが現状

の課題と思います。既に申し上げたオフサイトミーティングの活

用なども、より積極化すべきです。

アメージャン　以前に比べれば、当社の取締役会の運営は確実に改

善されていると思います。実効性の高い取締役会では、議論すべき

テーマをあらかじめ絞り込み、そのテーマについて取締役会で集中

的な議論をおこなうことで監督機能が発揮されると考えています。

当社の取締役会でも、新規事業や次期中期経営計画、人的資本、サ

クセッションにかかる議論など、重要テーマの絞り込みができつつ

あると思います。その点は、1年前と比べても大きな前進です。中

期経営計画の進捗に対するモニタリングなども含め、今後は重要な

テーマについての深い議論がなされていくことに期待しています。

永冨　マクロな経営討議も重要ですが、一方で、タイムリーな意思

決定が必要とされる議案もあり、中長期的な経営の議論とのバラン

スをとっていくことが重要だと思います。

安井　取締役会で議論すべき内容については、取締役会実効性評価

の結果からも確認しましたが、社内取締役と社外取締役の間に意識

の差があることを感じています。例えば、社内取締役は、個別の事

業についての議論であれば、製品の原価を把握し、それを踏まえて

最終的な販売戦略までを緻密に組み立て、検証を済ませた上で議論

に臨みます。それに対して社外取締役は、社会の流れを踏まえ、全

※本座談会は2024年5月に実施しました。安井金丸氏は2024年6月25日をもって退任しています。

社外取締役座談会
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般的な経営の観点から議論に臨みます。両者が納得し合えるよう

な議論の在り方については、今後の課題だと思います。

永冨　意識の差の問題は、一朝一夕で解決するのは難しいと感じま

す。その差を埋めるためには、議案を作成・説明する執行側の担当

者にも経営・執行両方の視点を備えた人財が必要ですが、時間をか

けて育成していくことが大切です。当社では取締役会開催の前に、

社外取締役が、付議される議案についての事前説明を受ける機会が

あり、十分に時間を設け、執行側自身が付議する議案について説明

してくださいます。事前に前提となる点を確認できることで、取締

役会の場で本質的な議論をおこなうことができ取締役会の実効性

向上に繋がっていると感じます。また、社外取締役からも、さまざ

まな観点から質問や意見がなされることで、執行側の担当者にとっ

ても経営側の視点を理解するという意味でトレーニングになって

いるように思います。

強化されつつある社外取締役へのサポート体制

アメージャン　ものづくり企業として、現場での取り組みを理解す

ることは、とても大事だと思います。先日見学させていただいた工

場では、現場で懸命に働いている従業員の方々と対話することがで

き、現場感をつかめたことは非常に有意義な時間となりました。希

望をすれば現場の従業員の方々と対話ができる体制は、大変優れて

いると感じます。

安井　2024年4月から、取締役会室という組織が新設され、大いに

期待を寄せています。取締役会室の機能として期待しているのは、

取締役会に付議される議案のコントロールです。議論すべきポイ

ントがマネジメント視点でなくモニタリングの視点で設定されて

いるかなど、取締役会での議論の前にアジェンダを整理し、しっか

りフィルターをかけてほしいと思います。

永冨　取締役会室はまだスタートしたばかりで、具体的な成果まで

は見えませんが、取締役会のサポート組織として責任と権限が明確

になったことは大きな進歩だと思います。社外取締役としても、今

後の改善提案などの意見を伝えやすくなり、とても有難く感じてい

ます。

アメージャン　今後は、当社グループの事業と関係性の深い産業分

野に関する情報や、企業のサステナビリティに関する最新情報など、

議論の活性化に繋がるような情報の提供にも期待したいところです。

社外取締役が、取締役会の監督機能の発揮や中長期的な議論の活性

化に各自の視点から貢献するためには、当社の情報だけではなく業

界全体の動向や他社の取り組みなど、より広範囲の背景情報も必要

になると思います。この点はまだ当社では不足している部分かと

思います。このような情報提供は社外取締役に対するトレーニン

グにも繋がりますし、こうした取り組みは当社のみならず日本企業

の共通の課題でもあると思います。

指名委員会・報酬委員会での深い議論に向けて

安井　指名委員会では、現在のスキルマトリックスで設定されてい

るスキル項目に対して、今後取締役会として他にどのようなスキル

が必要になっていくかについて、継続的な議論が必要かもしれませ

んが、こうした部分は途上にあります。

永冨　役員報酬について、報酬決定プロセスは適正な算出方法によ

り、ルールに従って進められていると認識しています。実際に会社

の業績や支給総額の変動状況を見て、ある程度柔軟に対応できる措

置もとられています。基本的な考え方があり、その時々の状況を踏

まえて公平性を保つ仕組みもある点で、特に問題はないものと理解

しています。

アメージャン　業績連動型報酬については、中長期的インセンティ

ブ（LTI）の割合がやや小さく、見直しが必要かもしれません。非財

務指標には非内燃機関事業売上比率や CO2排出量削減率が含まれ

ますが、現状の報酬体系が新規事業を拡大させていくためのインセ

ンティブとして十分かどうかは、より深い議論が必要です。

長期的なビジョンの実現に向けて
なすべきことと今後への期待

アメージャン　ROIC経営を進めることなど、収益力の強化や資本

効率の向上についての議論は大切ですが、当社の取締役会では、よ

り中長期的な課題、つまり新規事業にどう取り組み、これからの収

益の柱となるような事業にどう育てていくかについても、もっと議

論を深めるべきです。

　足元では、中期経営計画で掲げる非内燃機関事業の売上収益目標

社外取締役座談会
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に対し、十分な成果が得られていません。この点に関する議論をもっ

と深める必要があるほか、長期経営計画で掲げる4つの注力事業分

野を踏まえて、どのような“超ビッグピクチャー”を描くのかといっ

た議論は足りていないと思います。

安井　おっしゃるとおりです。中期経営計画では「変えるために、

壊す。変わるために、創る。」をスローガンに掲げており、事業ポー

トフォリオの転換が重要な課題となっています。ただ、具体的に

どのような分野で、どのような製品で実現していくのかというと

ころまでは、外部に示すことができていません。内燃機関事業で

培ってきたお客さまとの信頼関係の中で醸成された企業文化や

企業風土を変えていかなければ、新規事業にもなかなか踏み出

せません。

　また、内燃機関事業のような利益率の高さを、新規事業でも実現

していくことはそう簡単なことではありません。そのため、非内燃

機関事業においては、今までとは異なる発想で指標管理をおこない

育てていく必要があります。

　まずは、未来を見据えた人的資本への投資や、サステナビリティ

経営への意識をグループ全体で高めることを通じて、企業文化や企

業風土を変えていくことが重要と思います。

アメージャン　当社グループのような日本のものづくり企業が新

しい時代で生き残るためには、これまで社内では議論されてこなかっ

た、過去の常識を超える発言にもしっかりと耳を傾けるべきだと思

います。経営陣の皆さんからは、現状を冷静に分析し、解決に向け

て真摯に学ぼうとする姿勢、新しいことに挑戦しようとする姿勢が

感じられます。課題を直視し、常に改善案を提示してくれますし、

社外取締役である私の意見に誠実に耳を傾け対話を重ねてくれます。

こうしたオープンマインドと学ぶ姿勢を持つことが会社の変革に

繋がると思いますし、そのような当社グループの今後に期待してほ

しいと思います。

　私自身は、社外取締役として期待されている役割・責務を果たす

ことはもちろんですが、取締役会に刺激や緊張感を与えるような発

言を通じて、取締役会の活性化に貢献したいと思っています。

永冨　当社グループには良い企業風土があります。組織としての

一体感があり、目標に向かって一致団結する企業風土です。このよ

うな企業グループが大きな変革を進めていくには、経営トップが進

むべき方向性を明確に示し、グループ全体を引っ張っていく強いリー

ダーシップが必要です。ステークホルダーの皆さまには、変革に向

けて力強く先導する経営陣のリーダーシップに注目していただき

たいです。

安井　社外取締役として取締役会に出席していて感じることは、当

社グループがさまざまなステークホルダーに配慮しながら真摯に

経営をおこなっているということです。ただ、避けなければならな

いのは、多様なステークホルダーに配慮しすぎて目的地を見失って

しまうことです。

　私たちはビジョンの実現に向けて、何を壊し、何を創るのかを決

めなければなりません。それを決めることによって初めて、私たち

は企業価値を継続的に向上させることができます。ステークホルダー

の皆さまには、当社グループが目標を定め、確かな道筋を進んでい

くさまを見守っていただければと思います。

社外取締役座談会
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（2024年7月1日現在）

川合 尊

代表取締役　取締役社長　社長執行役員
全事業・グループ内部監査本部・戦略ポートフォリオ室管掌、
グローバル戦略本部長

1962年10月13日生

三村 孝仁
社外取締役

1953年6月18日生

尾堂 真一 
代表取締役　取締役会長

1954年4月3日生 松井 徹

代表取締役　取締役副社長　副社長執行役員
社長補佐、サステナビリティ戦略室・
コーポレートコミュニケーション室・Niterra Venturesカンパニー管掌

1962年2月14日生

土井 美和子
社外取締役

1954年6月2日生

磯部 謙二
取締役　常勤監査等委員

1963年8月9日生

髙倉 千春
社外取締役

1959年12月22日生

Christina L. Ahmadjian
クリスティーナ　アメージャン

社外取締役　監査等委員

1959年3月5日生

永冨 史子
社外取締役　監査等委員

1952年11月28日生

1977年 4 月 当社入社
2003年 2 月 当社自動車関連事業本部営業本部海外市販部長
2005年 7 月 米国特殊陶業株式会社社長
2007年 6 月 当社取締役
2010年 6 月 当社常務取締役
2011年 6 月 当社代表取締役社長
2012年 4 月 当社代表取締役社長 社長執行役員
2016年 4 月 当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員
2019年 4 月 当社代表取締役会長（現在に至る）
2020年 5 月 一般社団法人日本自動車部品工業会会長
保有株式数：37,176株
在 任 期 間：17年＊

1987年 4 月 当社入社
2011年 2 月 当社自動車関連事業本部センサ事業部第2技術部長
2012年 4 月 当社執行役員
2015年 4 月 当社常務執行役員
2015年 6 月 当社取締役 常務執行役員
2016年 4 月 当社取締役 専務執行役員
2019年 4 月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現在に至る）

保有株式数：19,136株
在 任 期 間：9年

1984年 4 月 当社入社
2011年 4 月 欧州NGKスパークプラグ有限会社（現：Niterra EMEA有限会社）社長
2013年10月 当社自動車関連事業本部営業本部直販部長
2014年12月 上海特殊陶業有限公司社長
2015年 4 月 当社執行役員
2016年 7 月 特殊陶業実業（上海）有限公司社長
2018年 4 月 当社常務執行役員
2018年 6 月 当社取締役 常務執行役員
2019年 4 月 当社取締役副社長 副社長執行役員
2020年 4 月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員（現在に至る）

保有株式数：12,397株
在 任 期 間：6年

1979年 4 月 東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
2005年 7 月 株式会社東芝研究開発センター技監
2008年 7 月 同社研究開発センター首席技監
2014年 4 月 独立行政法人情報通信研究機構
 （現：国立研究開発法人情報通信研究機構）監事（非常勤）（現在に至る）
2015年 6 月 株式会社野村総合研究所社外取締役
2017年 4 月 奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）（現在に至る）
2019年 6 月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役
2020年 4 月 東北大学理事（非常勤）（現在に至る）
2020年 6 月 株式会社SUBARU社外取締役（現在に至る）
 当社社外取締役（現在に至る）

保有株式数：3,336株
在 任 期 間：4年

1983年 4 月 農林水産省入省
1992年 5 月 米国Georgetown大学MBA取得
1993年 8 月 株式会社三和総合研究所
 （現：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）コンサルタント
1999年 7 月 ファイザー株式会社人事部企画担当部長
2006年10月 ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
2014年 7 月 味の素株式会社理事・グローバル人事部長
2020年 4 月 ロート製薬株式会社人事アドバイザー
2020年 6 月 同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長
2021年 6 月 当社社外監査役
2022年 4 月 ロート製薬株式会社取締役 CHRO
2022年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）
2023年 6 月 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役（現在に至る）
 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役（現在に至る）

保有株式数：1,301株
在 任 期 間：3年（2021年6月から2022年6月までの社外監査役在任期間1年を含む）

1986年 4 月 当社入社
2011年 7 月 当社経理部長
2013年 4 月 当社経営企画部長兼広報室長
2015年12月 当社経営管理本部経理部長兼広報室長
2016年 4 月 当社執行役員
2018年 6 月 当社取締役執行役員
2019年 4 月 当社取締役上席執行役員
2022年 6 月 当社上席執行役員
2024年 4 月 当社常勤顧問
2024年 6 月 当社取締役 常勤監査等委員（現在に至る）

保有株式数：16,124株
在 任 期 間：4年（2018年6月から2022年6月までの取締役在任期間4年を含む）

1981年 4 月 弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
1989年 3 月 同所退所
1989年 4 月 永冨法律事務所開設（現在に至る）
2006年 5 月 株式会社UCS社外監査役
2016年 6 月 中部電力株式会社社外監査役（現在に至る） 
2017年 6 月 当社社外監査役
2022年 6 月 当社社外取締役 監査等委員（現在に至る）

保有株式数：3,578株
在 任 期 間：7年（2017年6月から2022年6月までの社外監査役在任期間5年を含む）

1995年 1 月 コロンビア大学ビジネススクール助教授
2001年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
2004年 1 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
2009年 6 月 エーザイ株式会社社外取締役
2010年 4 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
2012年 4 月 一橋大学大学院商学研究科教授
2012年 6 月 三菱重工業株式会社社外取締役
2014年 6 月 株式会社日本取引所グループ社外取締役
2018年 4 月 一橋大学大学院経営管理研究科教授
2018年 6 月 住友電気工業株式会社社外取締役（現在に至る）
2019年 3 月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役（現在に至る） 
2021年 6 月 日本電気株式会社社外取締役（現在に至る）
2022年 4 月 一橋大学名誉教授（現在に至る）　立教大学特任教授
2022年 6 月 当社社外取締役 監査等委員（現在に至る）
2024年 4 月 北海道大学理事（非常勤）（現在に至る）

保有株式数：345株
在 任 期 間：2年

1977年 4 月 テルモ株式会社入社
2002年 6 月 同社執行役員
2003年 6 月 同社取締役執行役員
2004年 6 月 同社取締役上席執行役員
2007年 6 月 同社取締役常務執行役員
2008年 4 月 同社取締役常務執行役員
 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌
2009年 6 月 同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄
2010年 4 月 同社取締役常務執行役員 中国総代表
2010年 6 月 同社取締役専務執行役員
2011年 8 月 泰尓茂（中国）投資有限公司董事長兼総経理
2017年 4 月 テルモ株式会社代表取締役会長
2021年 6 月 一般社団法人日本医療機器産業連合会会長
2022年 4 月 テルモ株式会社取締役顧問
2022年 6 月 同社顧問
 株式会社オートバックスセブン社外取締役（現在に至る）
 三井化学株式会社社外取締役（現在に至る）
2023年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）

保有株式数：1,246株
在 任 期 間：1年

執行役員については当社ウェブサイトをご覧ください。 https://www.ngkntk.co.jp/corporate/profile/executive/

※取締役就任以前に監査役を務めていた取締役については、取締役および監査役としての在任年数を通算しています。
※保有株式数は2024年3月31日時点の数値です。また、日本特殊陶業役員持株会における本人持分を含めています。

＊2012年に執行役員制度を導入する以前の旧制度も含めた在任期間

真茅 久則
社外取締役

1958年5月2日生

1982年 4 月 富士写真フイルム株式会社
 （現：富士フイルムホールディングス株式会社）入社
2015年 6 月 富士フイルム株式会社執行役員
2016年12月 同社取締役執行役員
2017年 6 月 富士ゼロックス株式会社
 （現：富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）
 取締役常務執行役員
2019年 6 月 同社取締役専務執行役員
2021年 4 月 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
 代表取締役社長・CEO
2022年 4 月 同社取締役会長
2024年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）

保有株式数：1,000株
在 任 期 間：新任

内山 英世
社外取締役　監査等委員

1953年3月30日生

1975年11月 アーサーヤング会計事務所入所
1979年12月 監査法人朝日会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入社
1980年 3 月 公認会計士登録
1999年 7 月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）代表社員
2002年 5 月 同監査法人本部理事
2006年 6 月 あずさ監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）専務理事
2010年 6 月 同監査法人理事長
 KPMGジャパンチェアマン
2011年 9 月 KPMGアジア太平洋地域チェアマン
2013年10月 KPMGジャパンCEO
2015年 9 月 朝日税理士法人顧問（現在に至る）
2016年 6 月 オムロン株式会社社外監査役
2017年 6 月 SOMPOホールディングス株式会社社外監査役
2018年 6 月 エーザイ株式会社社外取締役
2019年 6 月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役
2024年 6 月 当社社外取締役 監査等委員（現在に至る）

保有株式数：0株
在 任 期 間：新任

取締役

役員一覧



優先リスクの
決定

対策立案・実行・
モニタリング

リスク認識

リスク分析

リスク評価

優先リスクの決定

リスク低減活動の実行・評価
レビュー

発生可能性

分析

影
響
度

リスクを抽出する
業務プロセスごとに関係リスクをリストアップする

リスクの影響度、発生可能性、対策状況を分析する
ビジネスマネジメント室および各リスクの主管部門の
評価を踏まえて分析する

分析結果を踏まえてリスクの重要度を評価する
「リスク分析」の結果に基づき、優先リスクの候補を特定する

特に重要なリスク（優先リスク）と主管部門を決める
リスクマネジメント委員会で「優先リスク」と
リスク主管部門を決定する

優先リスクの低減活動を立案、実行、モニタリングする
リスク主管部門はリスク低減活動の計画を立案・実行し、
ビジネスマネジメント室はその活動をモニタリングする

リスク低減活動を評価し、必要に応じ、改善を指示する
低減活動の結果をリスクマネジメント委員会で報告し、
同委員会はその達成度を評価し、必要に応じ改善を指示する
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事業等のリスク
（1）世界情勢・為替変動に関するリスク
（2）事業環境に関するリスク
（3）製品品質に関するリスク
（4）技術開発に関するリスク
（5）知的財産に関するリスク
（6）原材料・部品の調達に関するリスク
（7）自然災害に関するリスク

（ 8 ） 環境に関するリスク
（ 9 ） 情報セキュリティに関するリスク
（10） 人財確保に関するリスク
（11） 法令・規制・訴訟に関するリスク
（12） 事業投資に関するリスク
（13） 感染症に関するリスク
（14） 人権侵害に関するリスク

地震など大規模災害時におけるさまざまな事象を想定した事業継続マネジメントの活動を実施しています。大規模災害などに遭遇しても被害を最小限

にとどめ、万一の操業停止時にもいち早く生産を再開し、お客さまのサプライチェーンを維持できるように、グループ全社で事業継続計画（BCP）を策定

して初動体制や復旧手順を定めているほか、定期的にBCP訓練を実施するなど、防災・減災に取り組んでいます。また、新型コロナウイルスをはじめと

する感染症についても、今後の不測の事態にも備える体制の整備・維持に継続して取り組んでいます。

リスクマネジメント方針

当社グループは、リスクマネジメントの最高責任者を代表取締役社長、推進責任者をビジネスマネ

ジメント室管掌役員として、リスクを未然に防ぐ「リスク管理」と、重大なリスクが発現したときに

対処する「危機管理」を一元化させたリスクマネジメント体制の整備と運用を図っています。また、

リスクマネジメントの最高責任者が任命した執行役員を委員長とするリスクマネジメント委員会（年

2回の定例会および必要に応じて臨時会を開催）を専門委員会の一つとして設置し、取締役会の諮

問機関であるCSR・サステナビリティ委員会（委員長は社外取締役）の監督のもと、全社的なリスク

マネジメントを実践しています。

2023年度はリスクマネジメント委員会を2回開催し、優先リスクへの対応、リスクマップの更新な

どについて報告、議論しました。

推進体制

事業等のリスクについて業務プロセスごとに具体的なリスクを抽出し、全社的見地で事業存続や

目標達成に大きな影響を及ぼすか否かを、影響度と発生可能性、およびその対策状況を分析して評

価しています。重点的な対応が必要と評価されたリスクは「優先リスク」として主管部門を定めて

リスクの低減活動を推進するとともに、リスクマネジメント委員会で低減活動の状況を確認して

います。2023年度は優先リスクを3件定め、その低減に取り組みました。なお、事業等のリスクの

うち、(8)環境、(9)情報セキュリティ、(12)事業投資などのテーマは「優先的に取り組む課題」とし

ても取り上げており、サステナビリティ経営上の重要課題として認識されています。

全社的リスクマネジメント

事業継続マネジメント（Business Continuity Management：BCM）

私たちは、グローバルな視点でグループを取り巻く経営環境の変化やリスクの多様化に適応し、経営資源の損失を低減もしくは回避するようリスクマネジメントを推進して、企業価値の向上に努めます。

• グローバルかつ長期的な視点で、経営目標の達成を阻害するリスクを捉え、計画的、組織的にリスクの未然防止に努めます。

• 万一リスクが顕在化した場合は、ステークホルダーへの影響を最小限に抑え、信頼の維持と再発防止に努めます。
行動指針

※リスクに対する取り組みは第124期有価証券報告書のP.28をご確認ください。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06537/902030bd/5cec/4038/8707/ac49661add67/S100TQKH.pdf ※主な取り組みは当社ウェブサイトをご覧ください。https://ngkntk.disclosure.site/ja/themes/183/

リスクマネジメント



コンプライアンス委員会

懲戒委員会

グループ会社

内部監査室

企業倫理ヘルプライン
（社内・社外）

専門委員会

日本特殊陶業 労働組合

•職制　•グループ各社通報窓口担当者　•法令主管部署

勧告 監査

報告

報告

連携

連携

相談・通報

報告

相談・通報
相談・通報

相談・通報 報告

コンプライアンス委員会事務局
（ハラスメント対策委員会）

コンプライアンス委員長 
（代表取締役）

お取引先さま
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コンプライアンス方針
私たちは、企業が社会の一員であることを認識し、企業倫理を高め、法令、社内規則、国際ルール、社会規範の精神・趣旨を理解することにより社会の要請に適切に応え、国際社会から信頼される企業を目指します。

当社グループは、コンプライアンスの向上を図るため、代表取

締役を委員長とするコンプライアンス委員会（年2回の定例会

および必要に応じて臨時会を開催）を設置しています。コンプ

ライアンス委員会は、取締役会の諮問機関であるCSR・サステ

ナビリティ委員会（委員長は社外取締役）の監督のもと、コン

プライアンス違反の未然防止活動や、違反行為があった場合

の対応などについての指導・監視などをおこなっています。

2023年度はコンプライアンス委員会を2回開催し、法令改正

への対応、コンプライアンス活動の状況、海外グループ会社での内部通報制度の有効性向上、コンプライ

アンス意識調査結果とフォロー活動などについて報告、議論しました。

従業者やお取引先さまがコンプライアンスに関する相談・通報ができる、内部通報制度「企業倫理ヘルプ

ライン」を整備しています。

コンプライアンス委員会事務局を社内の窓口として設置するほか、社外の民間専門業者にも設置し、勤務

時間外や休日の相談・通報を可能にするなど、利便性の向上を図っています。匿名での相談・通報も受け付

けており、通報者が特定されたり、通報によって不利益を被ったりすることがないように、通報者の保護

を徹底しています。窓口では、ハラスメントを含むあらゆるコンプライアンス違反、あるいはそのおそれ

のある行為を知った時の相談・通報を受け付けており、受け付けた相談・通報については、事実関係を調査し、

問題が確認された場合は速やかに対処しています。

2023年度は、グループ会社からの相談も含め、111件の相談・通報がありました。その内容には、労務関連・

社内規則関連などがあり、問題が確認された事案は、速やかに解決し、是正を実施しました。

本制度は、研修や社内イントラネットを利用した啓発、ポスターの掲示、携行カードの配布などにより、継

続的に周知しています。また、海外グループ会社においてもそれぞれに窓口を設置し、相談・通報できる体

制を整えています。

推進体制 内部通報制度

役員・従業員のコンプライアンス意識・知識を高めるため、各部門のコンプライアンス推進員を通じた情報

共有や周知をおこなうとともに、階層別研修のほか、会社や社会におけるルールをまとめた『コンプライ

アンス ガイドブック』、身近に起こり得る事例を取り上げた『コンプライアンス通信』、階層別に期待され

る役割・振る舞いを解説した『コンプライアンス推進の心得（管理職編/中堅社員編）』などを用いて、教育・

啓発活動を継続して実施しています。

また、コンプライアンス意識調査をおこない、会社のルールや制度についての従業員の理解度の確認や、

各職場風土やコンプライアンスリスクの洗い出しをおこなっています。2023年度は国内グループ約8,000

名を対象に調査を実施しました。意識調査の結果を各職場にフィードバックするとともに、課題がある部

門を抽出してヒアリングをするなど、改善活動を継続して実施しています。

教育・啓発

相談・通報への対応体制

• 法令等を遵守することはもとより、社会人としての良識と責任を持って誠実に行動します。

•  腐敗行為防止についても関連する法令等の遵守のもと、直接的にも間接的にも、腐敗行為（贈
収賄、利益相反、インサイダー取引、反競争的慣行、資金洗浄、政治・行政との不適切な関係等）
に関与せず、誠実な事業活動をおこないます。

•  高い倫理観と正しい知識を持って自主的に行動することで問題を未然に防止するよう、全従
業員に定期的に教育と啓発をおこないます。

•  万一、問題が発生した場合には、速やかに事態を収拾して説明するとともに、原因を究明し
て再発防止に努めます。

行動指針

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス委員会

コンプライアンス責任者

事務局（ビジネスマネジメント室）

法令主管部門

コンプライアンスリーダー

コンプライアンス推進員

各カンパニー・グループ会社

コンプライアンス
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腐敗行為の防止への取り組み

企業行動規範に定める「公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引をおこなう。

また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。」に従い、国連グローバル・コン

パクトの参加企業として、腐敗行為の防止に取り組んでいます。

従業員に配付する『コンプライアンスガイドブック』には、政治献金への関与、贈

収賄の禁止など、腐敗行為の防止に関するルールを定めています。また、「贈答お

よび接待の授受に関する行動指針」を示し、従業員が不適切な行為をおこなわな

いよう啓発しています。慈善寄付についても、その内容・用途が法令に違反して

いないことを確認しています。海外グループ会社においても、従業員への教育お

よび現地法の調査を実施しています。万一、腐敗防止に反する事案があった場合

には、コンプライアンス委員会を中心に対応することとしています。

税務については財務担当役員が統括しています。重要

事項については必要に応じて経営会議または取締役会

に報告しています。税務実務は、当社経理部門とグルー

プ会社の経理部門とが連携を図りながら進めています。

グループ会社より定期的に、税務を含む財務状況等、

職務の執行に係る報告を受けています。そして、案件

に応じて適宜、業務に関する指導をおこなっています。

税務コンプライアンス

当社グループは、適切な税務コンプライアンスを徹底するため、OECD等

国際機関が公表する国際的な税務基準やガイドラインに準拠し、各事業

拠点において、各国・地域の税務に関する法令・規則に従い、適時かつ適切

な税務申告と納税をおこなっています。

税務リスク

事業活動における税務リスクに対して、事前に十分な検討をおこなってい

ます。必要に応じて税務専門家に対して助言・指導などを依頼しています。

競争法に関する取り組み

2014年度に判明した競争法（独占禁止法）違反を重く受け止め、競争法コ

ンプライアンスを推進する体制を整備し、内外の法令遵守徹底に努めて

います。日本国内においては『独占禁止法コンプライアンスマニュアル』

を策定して従業員に周知するとともに、役員向けも含めて各種社内セミ

ナーを実施しています。さらに競争法違反再発防止モニタリングのため、

社内 E メール監査システムを導入しています。海外グループ会社におい

ては、当社に対して競争法コンプライアンスの活動状況を定期的に報告

するとともに、当社の競争法法務・コンプライアンスチームが遵守体制や

運用状況についての監査を実施し、ルールが周知徹底されていることを

確認しています。また、専門家を招いてセミナーを実施しています。国内

外で教育や監査などを継続して実施し、競争法の遵守を徹底していきます。

輸出に関する取り組み

国際社会の平和および安全確保のための輸出

管理の国際的な枠組み（国際輸出管理レジーム）

に則った外国為替および外国貿易法に基づく

国内法規制の遵守はもちろんのこと、米国法

規制（EAR）にも対応すべく、社内の輸出管理体

制を整えています。

また、関係部門に対して、輸出管理に関する啓

発活動や点検活動を継続的に実施して法令を

遵守した輸出管理の徹底と強化を図るととも

に、軍事転用可能な貨物や機微技術の流出防

止についても注力し、国際情勢の不安定化の

防止に努めています。

コンプライアンス関連の取り組み

推進体制 税務に関する取り組み

税務方針
私たちは、租税に関する法令等の精神・趣旨を理解することにより社会の要請に適切に応え、国際社会から信頼される企業を目指します。

•  各国における法人税をはじめとする税法、ならびにOECD移転価格ガイドライン、BEPS行
動計画、グループ内取引における独立企業間価格による価格設定など国際的な税務のスタン
ダードを遵守し、社会的責任を果たしていきます。

•  租税に関する法令遵守を確実に実行するため、税務に関する知識の向上、正しい理解に努め、

また税務当局に対して誠実な態度を持って、信頼性と透明性を高めていきます。

•  各国における適切な申告・納税に努めることで税務リスクを管理し、株主価値を高めていきます。

•  租税回避を意図したタックスヘイブンや軽課税国への利益移転行為や対策をおこないません。
行動指針

税務プランニング

納税の社会的意義を十分認識した上で、事業目的の達成のための適切か

つ有効な税務プランニングをおこなうことは重要であると認識しています。

法令・諸規則の制定趣旨を踏まえながら、二重課税の排除、優遇税制の有

効活用等により、連結キャッシュ・フローの最大化に取り組んでいます。

税務当局との関係

当社グループは各国の税務当局との対応を、誠意をもって適切におこない、

良好な関係の構築・維持に務めています。当局との見解の相違が生じた場

合には、建設的な対話を通して、その解消に努めます。

コンプライアンス・適正な納税



各部門 部門責任者

事務局
（統括管理部）

事務局（ビジネス
マネジメント室）

部門担当者

部門責任者

機密管理分科会

ITセキュリティ委員会 リスクマネジメント委員会

部門担当者

機密情報・個人情報管理
ITセキュリティ
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情報セキュリティ方針

私たちは、保有するすべての情報資産を経営資源の一つと位置付け、これを適正に保護し、有効活用をすることで事業の健全な維持、発展を目指します。

• お客さまからお預かりした情報、当社グループが保有するノウハウや知的財産、および個人情報等を含めたすべての情報資産を保護・管理する規程を定め、体制と責任を明確化します。

• 情報セキュリティに関する法令、規則等を遵守します。

• 情報資産を取り扱うすべての役員と従業員に対して、情報セキュリティの重要性および具体的な遵守事項の教育をおこないます。

• すべての情報資産に対する機密性、完全性、可用性の維持・向上に向けた情報インフラの最新化を継続的に実施します。

• 日々進展する情報技術の高度化がもたらす情報漏洩リスクに対応するため、事故の未然防止への取り組みを推進します。万一事故が発生した場合は、被害を最小限にとどめるとともに再発防止策を講じます。

行動指針

企業や組織を脅かす情報セキュリティ上のリスクに対し、継続的に対応していくため、情報セキュリティを優先的に取り組

む課題に設定し、ISO27001相当の情報セキュリティマネジメントシステムの構築を進めています。2023年度は、ITセキュ

リティおよびITシステムに関する監査をすべての拠点で実施し、不備事項を特定して是正しました。今後も毎年実施し、セ

キュリティレベルの向上を図っていきます。

なお、一部自動車メーカーの要請により、自動車業界のサプライチェーンを対象とする情報セキュリティの審査基準である

TISAX認証を取得しています。

EU（欧州連合）の一般データ保護規則（GDPR）、日本の個人情報保護法など、世界的に個人情報の保護強化が進んでいます。

当社グループにおいても各々社内規程を設けて、お客さまや従業員などの個人情報の保護、管理、取り扱いを徹底しています。

当社グループは、取締役会の諮問機関であるCSR・サステナビリティ委員会（委員長は社外取締役）の監督のもと、Digital分

野であるITセキュリティおよび機密情報・個人情報管理の領域別に推進体制を整備し、双方で連携して情報セキュリティの

強化を図っています。

AIを用いた攻撃など益々サイバー攻撃の脅威が増すITセキュリティについては、ITセキュリティ委員会（年2回の定例会お

よび必要に応じて臨時会を開催）を設置し、DX戦略室担当執行役員を委員長、ITシステムカンパニーの統括管理部門長およ

び本社機構・各カンパニーの企画部門などの主な部門の責任者を委員として、全社的なITセキュリティの活動状況を確認し

て適切な対策を推進しています。2023年度は2回開催し、インシデント、ITセキュリティ強化に向けた活動、ISMS活動な

どについて報告、議論しました。機密情報・個人情報管理については、リスクマネジメント委員会の傘下に機密管理分科会（年

1回の定例会および必要に応じて臨時会を開催）を設置し、ビジネスマネジメント室担当執行役員を分科会長、各部門の責任

者を委員として、機密情報・個人情報管理に関するリスクの低減を推進しています。2023年度は機密管理分科会を1回開催

し、インシデント報告、注意喚起などを実施しました。なお、各部門においては、ITセキュリティおよび機密情報・個人情報

管理の領域ごとに配置された責任者と担当者が、情報セキュリティ活動をリードしています。

推進体制 情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティインシデントに対応するための組織CSIRT（Computer Security Incident Response Team）を構築し

ています。

インシデント発生時には、CSIRTにて速やかに事実を整理・確認し、インシデントのレベルを判断した上で対処しています。

また、再発防止策としてナレッジの蓄積・共有なども実施しています。インシデント発生後の対応はもちろんのこと、事前

の防御にも努めており、事前・事後の両輪で、レベルや成熟度の向上を図っています。

また、CSIRTは、『CSIRT通信』を毎月発行し、従業員に情報セキュリティに関する最新情報の周知や注意喚起をおこなって

います。緊急度の高い注意喚起が必要になった際は、具体的な注意事項を記載した速報版を発行するなど、インシデントの

未然防止に取り組んでいます。

情報セキュリティインシデントへの対応

個人情報の保護

情報セキュリティの推進体制

情報セキュリティ




